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令和７年３月中川村議会定例会議事日程（第２号） 

令和７年３月１１日（火） 午前９時００分 開議 

 

日程第１ 一 般 質 問 

 

４番  長 尾 和 則 

（１）企業社員の派遣による地域活性化について 

（２）災害時の避難所におけるトイレの確保について 

 

５番  桂 川 雅 信 

（１）子どもたちの健康情報共有について 

～「健康手帳」プレゼントの提案～ 

（２）「特定地域づくり事業協同組合」の設立を急ぐべき 

（３）信州大学との連携協定について 

（４）地方交付税を「依存財源」と表現するのはやめよう。 

 

３番  中 塚 礼次郎 

（１）訪問介護事業所の危機打開を 

（２）小中高生の自殺最多・自宅や学校以外の居場所確保を 

 

２番  松 村 利 宏 

（１）防災・減災、ＤＸの活用について 

 

６番  山 崎 啓 造 

（１）村長の目指す未来に向けた村づくりと村政の課題にどう向き合うか。 

 

９番  大 原 孝 芳 

（１）政権与党の過半数割れで行われている国会審議は今後地方行政(中川村）にど

のように影響していくか。 

（２）役場内の労働環境の改善（ハラスメントへの対応）について 
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令和７年３月中川村議会定例会 

会議のてんまつ 

令和７年３月１１日 午前９時００分 開議 

○事務局長  御起立願います。（一同起立）礼。（一同礼）御着席ください。（一同着席） 

○議  長  おはようございます。（一同「おはようございます」） 

御参集、御苦労さまです。 

ただいまの出席議員数は全員です。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら本日の会議を開きます。 

本日の議事日程はお手元に配付したとおりです。 

日程第１ 一般質問を行います。 

通告順に発言を許します。 

４番 長尾和則議員。 

○４  番 （長尾 和則） おはようございます。（一同「おはようございます」） 

本日は３月 11 日でございます。2011 年３月 11 日に発生しました東日本大震災

から 14 年の月日が経過いたしました。改めまして、大震災によって貴い命を失わ

れた方々に謹んで哀悼の意を表したいと思います。 

それでは質問に入らせていただきます。 

私は、さきに提出しました通告書のとおり、大きく２項目について質問をさせ

ていただきます。 

最初に「企業社員の派遣による地域活性化について」質問をいたします。 

総務省は令和７年度に重点分野として積極的に取り組む施策について取りま

とめ、昨年８月 30 日に総務省重点施策 2025 として公表いたしました。 

添付資料１を御覧ください。 

少し余談になりますが、本日、私は資料を４枚用意いたしました。この議場に

おられる方のお手元には資料がございますが、テレビや動画で中継を御覧の皆様

並びに傍聴席にお見えになる方には資料の内容が分かりません。こんな点も今後

のＤＸ――デジタルトランスフォーメーションですね、ＤＸの推進によってモニ

ター等で御覧になっていただけるよう改善できたらいいなと、議会広報委員、ま

た議会運営委員の一員として思っております。 

それでは、改めまして資料１を御覧ください。 

大項目のⅡに「地域経済の好循環と持続可能な地域社会を実現するための地方

行政基盤の確立と地域経済・社会の活性化」と銘打たれております。 

その中の６、私が四角い枠で囲ってありますが、その最初の項目に「地域活性

化起業人のマッチング支援のプラットフォームの構築」がうたわれております。 

ここでいう地域活性化起業人について説明をさせていただきます。 

添付資料の２を御覧ください。 

これは総務省が作成した資料の抜粋になります。 
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これについては、皆様の中には御存じの方も見えると思いますけれども、情報

共有化のため説明をさせていただきます。 

資料を御覧ください。 

上段に「地域活性化起業人制度とは」とあり、その右に「企業派遣型（Ｈ２６

～）」とあります。その横の「副業型（Ｒ６～）」――今年度ですよね、とありま

すが、副業型については今回触れません。 

その下に「●三大都市圏に所在する企業と地方圏の地方自治体が、協定書に基

づき、社員を地方自治体に一定期間（６か月から３年）派遣」とあり、次の項目

に「●地方自治体が取組む地域課題に対し、社員の専門的なノウハウや知見を活

かしながら即戦力人材として業務に従事することで、地域活性化を図る」とあり

ます。その下には「●地方自治体が負担する派遣期間中の社員の給与等に係る経

費については、国より支援 上限額 年間 560 万円／人等」と記載されています。 

地方自治体の民間のスペシャリスト人材を活用したいニーズと民間企業の多

彩な経験による人材の育成や企業の社会貢献のニーズ、これを突き合わせてウィ

ン・ウィンの関係で日本全国各地の地方自治体の活性化を図るといった制度であ

るわけです。 

企業型派遣の地域活性化起業人制度は制度が始まって 10 年目になるわけです

が、近隣市町村での活用事例を調べてみました。 

下伊那郡高森町では、東京都の株式会社ぐるなび――この会社は飲食店の情報

を集めてウェブサイトを運営している会社ですけれども、恐らくインターネット

でそのサイトを使われた方も多いと思います。「ぐるなび」と２年前の 2023 年３

月に地域活性化起業人制度による派遣に関する協定を締結して、高森町は 2023 年

４月から「ぐるなび」の従業員１名の派遣を受けています。その方は、「ぐるなび」

で培ったビジネス経験を生かして高森町の魅力を伝え切れていない食体験、自然

体験を発掘して磨き上げ、国内外へ情報を発信することによって地域活性化に貢

献されているそうであります。 

また、同じく下伊那郡根羽村では、この制度を活用して 2019 年 12 月に東京都

の会社から派遣された方が村全体のプロモーション戦略を担当されたそうです。

その方は様々な地域おこしの仕掛人となって大活躍されておるそうですけれど

も、派遣の任期が終了した後も根羽村民として定住をされて、移住コーディネー

ターとして移住者の増加に大きく貢献をされているそうであります。 

また、隣の飯島町では、この制度と地域おこし協力隊制度及び総務省の外部人

材派遣制度である地域力創造アドバイザー、これらを一体的に活用した課題解決

組織を立ち上げて、飯島町地域力創造推進プロジェクトとして今年度から地域課

題解決等を目的に取組を開始されております。 

そのほかにも県内では茅野市や白馬村、木島平村でこの制度を活用している旨

の情報がネットで検索できました。 

全国的に見ますと、地域活性化起業人制度を活用している自治体は令和５年度
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において 449 団体ございます。全国の自治体数が 1,741 ですので、約 26％の自治

体がこの制度を活用しているということになるかと思います。派遣企業は 330 社、

地域活性化起業人は 779 名であり、それぞれ過去最高を記録しているそうであり

ます。 

ここで冒頭に述べました総務省重点施策 2025 の地域活性化起業人のマッチン

グ支援のプラットフォームの構築に話を戻したいと思います。 

令和５年度に総務省が調査したところ、３大都市圏の企業５万 5,000 社のうち

「制度に関心がある」と回答した企業が約 3,000 社ある一方、制度を活用したい

自治体、企業においては、どのようにアプローチを行えばいいか分からないと

いった声が上がったそうであります。この制度を活用してみたいんだけど、その

取っかかりをどうしていいのか分からないと、自治体、企業とも悩んでいるとい

うことでありますね。 

現に、それまでにこの制度を締結した自治体と企業に総務省がアンケートを

取った結果、協定締結に至ったきっかけは、派遣元企業は従前から接点を持って

いた企業であり、自治体側から制度の活用に係る打診をしたと、このケースが

34.3％、これが一番多くて、その次に多かったのが、今のケースの逆パターン、

派遣元企業は従前から接点を持っていた企業であり、企業側から制度の活用に係

る打診があったとするケースが 19.9％、これが２番目に多かったと結果が出てお

ります。 

つまり、令和５年度までにこの制度を活用した自治体、企業の多くは、それま

でにお付き合いのあった企業もしくは自治体と協定を締結したところが多いと

いうことであります。 

そこで、総務省は、令和６年度――今年度、自治体、企業の双方が制度を有効

かつ円滑に活用できるようにするため、令和６年度補正予算によって 7,000 万円

の予算を計上して地域活性化起業人のマッチング支援のプラットフォームを構

築したわけであります。 

添付資料３を御覧ください。 

これも総務省が作成した資料の抜粋になります。 

資料の中段より少し下に「・官民連携により、企業の即戦力人材の地方への流

れを創出・拡大するため、自治体、企業の双方のマッチングを支援するプラット

フォームを構築し、地域活性化起業人制度の更なる活用を推進する。」とあります。 

続けて添付資料４を御覧ください。 

地域活性化起業人制度は、企業、社員、自治体、いずれにとってもメリットが

ある制度であることが示されております。 

企業にとっては「●企業の新しい形での社会貢献」や「●多彩な経験を積ませ

ることによる人材育成・キャリアアップ」、社員個人にとっては「●個人としての

社会貢献」や「●多彩な経験による自己研鑽・キャリアアップ」、自治体にとって

は「民間企業の専門知識・業務経験・人脈・ノウハウの活用」や「●外部の視点・
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民間の経営感覚・スピード感を得ながら取組を展開」とあります。 

我が中川村にとっても現在抱える地域経済活性化、移住促進、観光振興、ＤＸ

推進等の様々な課題に新しい視点で解決に当たる人材、繰り返しますが、新しい

視点で解決に当たる人材、これを得ることのできる制度であると思いますので、

マッチング支援が構築されたこの機会に積極的に制度活用を図るべきだと私は

考えます。 

質問の１点目であります。地域活性化起業人制度を活用して、マッチング支援

により中川村の課題解決に向けて活躍いただける企業社員の活躍を受ける方向

で検討を進めるお考えはあるか、お尋ねをいたします。 

○村  長  民間企業の専門的な知識やノウハウなどを生かし、即戦力となり得る人材制度

を活用して村が抱える問題可決につながる方法として検討する価値はあるとい

うふうに考えております。 

これまでは企業と協定を締結して社員を派遣する企業型派遣というものが

あったようでありますけれども、今御説明いただきましたとおり、令和６年度か

らは企業に所属する個人と自治体が協定を締結する副業型も始まったというふ

うなことが分かりました。 

派遣企業数も、約 10 年前の平成 26 年の 15 社から、令和５年度には 22 倍の 330

社となっておりまして、職種も多様化しているということがうかがえます。 

雇用期間も６か月～３年となっておりまして、いろいろな、カテゴリーという

言い方をしてはいけませんけれども、そういうふうに区分けをしたときに、カテ

ゴリー別に見ても観光振興、観光誘客対策などからＤＸの関係、特産品開発や移

住の促進、政策調整や公有財産の利活用など、様々部門に就いていらっしゃるよ

うであります。 

村の諸課題解決のために即戦力となり得る人材と企業のノウハウを活用でき

るこの制度は、地域おこし協力隊制度とは違った面もありまして、議員から説明

のありましたとおり、企業とのマッチング支援、つまりプラットフォーム構築の

ことでありますが、これも始まっているということですから、より活用しやすい

制度となってきているというふうに感じております。 

活用を考える場合には、どのような課題解決のためにどんな人材の方が必要な

のか、その目的とするところがやはり重要となるわけでありまして、具体的な人

材派遣ではなくても、現在、村は、ＤＸの推進ですとか、産業振興――物販やＰ

Ｒなど、その他幅広い分野で包括的連携協定ですとか業務委託等を行っており、

民間企業と連携した取組も進めている、そういう分野も現実にあるわけでありま

す。 

この制度につきましては年度途中からの利用も可能であるということが調査

したところ分かっておりますので、課題解決、もしくは進めていくべき事業内容

の具体的な洗い出しを行いまして、活用の必要性、これと可能性を――可能性が

あるから使うっていうのもあれなんですけれども、活動できるかどうかっていう
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ことを検討してまいりたいと、その上で、プラットフォームというものができて

おるようでありますので、まずこちらのほうで課題を整理して、総務省のほうに

手挙げをして、それから指導といいますか、紹介をいただいたりすると、こうい

うことになろうかと思っております。 

○４  番 （長尾 和則） 今、村長のほうから総務省のほうへ手挙げをしてというお話が

ありましたが、プラットフォームの構築は、まだできたばかりですので、私も総

務省の関係をいろいろ勉強してみたんですが、まだはっきりこれといったものが

うたわれていない感じですが、調べた限りでは、現在、この募集に手を挙げてお

るのは、県内では茅野市と信濃町のみであります。これから活用できる制度とい

うことかと思いますし、繰り返しになりますけど、新しい視点で課題を捉え直

すっていうことを重要な点として捉えていただきたいと思います。 

先日の３月６日、観光協会主催のなかがわ産業交流会へ私も参加させていただ

きました。大変有意義な催しだったと思います。 

その中で東京都の株式会社地域計画連合の田島邦晃副社長のお話を聞かせて

いただいたわけですけれども、中川村の多様な視点を捉えたお話を伺って、目か

らうろこが落ちる思いでありました。やはり新しい視点で課題を捉えるというこ

とは課題解決に向けて大きな力になるんだなということを、このときも強く感じ

ました。 

田島副社長のお話の中に風の人と土の人が交わることがとっても重要なんだ

というお話があったかと思います。風の人というのは村外の方で新しい視点やノ

ウハウを持った人のこと、土の人というのは中川村に住んでいる人で歴史や伝統

などをよく分かっている方のこと、この風の人と土の人が交わることによってよ

い風土が生まれるんだと、築かれていくんだというお話がありました。私も、ま

さしく、そのとおりであると思います。 

そんな点で、今、村長は前向きに検討していただけるということですので、ぜ

ひ検討を進めていただきたいと思います。 

質問の２点目であります。検討を進める場合、第６次総合計画後期計画が始ま

る来年度が適期と私は考えますが、どうであるか、お尋ねをいたします。 

○村  長  第６次総合計画の後期基本計画でございますけれども、現状と課題、こういっ

たものに対して、それに対して基本方向を示し、各施策の内容をその下に――そ

の下というか、エッセンスというか、それを記しておる、こういう構造になって

おるわけでありますけれども、中には、これを実現していくには、先ほどからの

議員の御質問、それからほかの市町村で取り組まれている地域活性化起業人の活

用、こういったことがあるお話でありますので、高い専門性が必要な施策に対し

てでありますけれども、今後、こういった各施策を具体化していく中で専門的な

知識を有する新たな人材が必要であれば、地域活性化起業人制度や地域おこし協

力隊等の活用を含めて検討するということを考えております。 

先ほどお話がありましたとおり、近隣の町村では既に活用をしているところも
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あるということのようでありますので、情報を収集し、参考としながら検討して

まいります。 

○４  番 （長尾 和則） 分かりました。 

先ほどもお話ししましたなかがわ産業交流会のお話をまたしますけれども、田

島副社長の話の中で、地方創生に具体的に取り組むためには、例えばリニアが来

てから取り組むといった姿勢は駄目なんだという内容の話があったかと思いま

す。いわゆる、そういった村を取り巻く環境の変化を当てにしている行政は、い

つまでたっても重い腰が上がらないという趣旨のコメントであったと思います。 

やはり新しい風を起こすには、まずやってみると、事前の準備を当然しっかり

した上で、まずはチャレンジすると、私はこういった姿勢がよりよい風土の中川

村を築いていく上でとても重要かと思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

質問の３点目です。中川村が地域活性化起業人の派遣を受ける場合、取り組ん

でもらう課題カテゴリーは何が一番ふさわしいと考えるか、先ほど村長の答弁の

中で若干触れていただきましたけれども、いま一度お聞きいたします。 

○村  長  先ほどのところで、どういう分野っていいますか、これをカテゴリーというふ

うに申し上げました。それで、地域活性化起業人の方が、派遣といいますか、協

定を結んで活躍をされているかということでございますが、まず申し上げます。 

企業型派遣、地域活性化起業人のカテゴリー別令和５年度実績というものが総

務省のほうでまとめられております。これに記してあります派遣理由の円グラフ

を見ておりますと、分野分類別に大きい順にちょっと申し上げますと、まず１番

が観光振興、観光誘客対策、ＤＭＯ設立などで 216 人の派遣、全体の割合は 28％

であります。 

それで、現在、これに関しましては、この地域では、広域観光、ルートをどう

いうふうに開拓するかということで長野伊那谷観光局が発足をしております。ま

た、南信州観光公社というものもありまして、私どもも南信州観光公社と連携し

て、いろんな商品への影響というか、受益を受けておるところでございます。こ

ういう意味での連携が始まっておるという現状があります。 

それで、来年度――令和７年度のこれから審議をいただきます予算の中に観光

ビジョンを策定していくということも盛っておるわけでありますけれども、ガイ

ドラインに沿ってこれは作成し、関係者の皆さんからなるワークショップ等を開

催し肉づけしていくことでビジョンをつくっていきたいということで、一つの方

向が決まっておるということでありますので、観光、それから誘客対策、ＤＭＯっ

ていうのは、ちょっと今のところ、これは少し外れるのかなというふうに思って

おります。 

２つ目でありますけれども、多い順です。地域経済活性化、雇用対策、人材育

成、企業誘致などが 72 人の派遣で、全体の９％であります。 

村の現状を考えてみますと、農業、製造業、介護サービス業等で人材不足の現
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状があります。後で５番議員さんから御質問がありますので、またお答えを、そ

こでお話があろうかと思いますけれども、とにかく人材不足の現状があると。そ

れで、企業と接点が、要するに、そういうことがありながら企業との接点ができ

ていない現状が続いております。 

また、将来、中川村義務教育学校の発足に伴いまして小学校が空いてまいりま

す。こういったところで、これらの施設が活用できないかなどと考えることも

テーマとしてあるかなということであります。 

それから、３点目に多いカテゴリーであります。移住促進、都市農村交流、交

流人口の拡大など、これが 50 人で、全体の６％を占めているということのようで

あります。 

それで、村の現状等々から考えますと、これからは移住者によって地域が支え

られていく期待は大きいわけであります。 

それで、全国的に人口が減少するとはいえ、村の持つ魅力と移住者の方が村を

選んでいく選択のポイント、こういったものが分かって、これがかみ合っていけ

ば、多少なりとも移住者を増やしていく期待が持てるだろうなっていうことは昔

から考えておるところかなということでございます。 

それから、４点目の多いところは、ＧＸ――グリーントランスフォーメーショ

ンといわれる例えば脱炭素に関したことでございます。これらが 24 人の３％、そ

して５番目が教育関係 17 人、２％などと続いております。 

以上のことから申し上げますと、２番と３番、新たに申し上げますと、地域活

性化、それから雇用対策、人材育成、企業誘致、非常に乱暴っていうか、幅が広

い言い方になりますけれども、それと移住促進、都市農村交流、交流人口の拡大、

こういったところに関連しての地域活性化起業人の派遣が受けられればと思っ

ているということで、今はそんなようなことを考えている段階でございます。 

○４  番 （長尾 和則） 分かりました。 

失礼ながら、ちょっとデータに誤りがあるようですので修正しておきたいと思

いますが、１番目の観光振興が１番で 28％というのはそうだと思います。２番目

が経済活性化で９％というふうにお答えいただきましたけれども、ＤＸですね、

ＤＸが 200 名で 26％と、３番目が地域名産品の開発、これが 10％、それで４番目

に経済活性化と企業誘致、５番目に移住促進、交流人口の拡大、これは多分同じ

グラフを御覧になったかと思いますので、一応、失礼ながら訂正をしておきたい

と思います。 

中川村としては４番目と５番目、これを重点カテゴリーとして取り組みたいと

いうお話であったかと思います。大変よく分かりました。 

いずれにしましても、どのカテゴリーにおいても専門の企業がございますので、

中川村が課題解決に求めるカテゴリーの専門家を招くことができるわけですか

ら、有効的に利用したい制度であると言えるかと思います。 

先ほども言いましたけれども、ぜひ前向きなスタンスでこの制度の活用を御検
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討いただきたいと、このように思います。 

それでは次の大項目の質問に移らせていただきます。 

「災害時の避難所におけるトイレの確保について」質問をいたします。 

昨年 12 月、内閣府は能登半島地震を教訓として避難所運営に関する自治体向

け指針を改定いたしました。避難所の権利保護を提唱する国際基準を反映させて

避難所の質向上の指標と位置づけた具体的な数値を掲げています。 

改定指針では、避難所のトイレに関して、災害の発生当初から 50 人に１個のト

イレを用意するよう、備蓄を要請しております。一定期間経過後は 20 人に１個、

女性用は男性用の３倍必要としております。 

なお、内閣府は、能登半島地震に係る災害を受けて、全国に約８万か所ある指

定避難所の備蓄状況に関する調査を実施しております。その結果を本年１月９日

に発表しておりますけれども、発表文のプレスリリースにある「今後の内閣府の

対応」、これには「昨年 12 月の取組指針ガイドラインの改定に加え、今般の経済

対策における新地方創生交付金による資機材等の備蓄の支援等を進めていきま

す。」とうたっております。今後の内閣府の動向を注視したいところであります。 

さて、避難生活や環境変化のストレスなどから持病や体調が悪化して亡くなり

災害が原因と認められたいわゆる災害関連死は、1995 年１月の阪神・淡路大震災

以降の 30 年間で 5,456 人にも及びます。このデータは共同通信社が集計したも

ので、本年１月６日時点のものであります。 

この時点での能登半島地震の災害関連死はそのうちの 276 名でありますけれど

も、その後の２月 13 日時点では 307 名となっております。300 名を超えた旨の報

道がされております。 

避難所の環境で避難者に大きなストレスと与えるものとしてトイレ環境が挙

げられております。 

東日本大震災で避難所として利用された学校を対象に文部科学省が実施した

調査では、問題となった施設、設備として最も多く挙げられたのはトイレで、実

に 74.7％に上っています。 

災害の規模、災害範囲などによって避難所に避難する人数は異なりますので、

それに応じて必要となるトイレの数等も異なります。したがって、平時に行政が

避難所ごとに一定数の仮設トイレ等を準備しておくことは難しいと思いますけ

れども、災害が発生して住民が避難所に避難した際、トイレ環境が原因でパニッ

クが起きると、こういったことのないように、事前に可能な限りの準備をしてお

くことが求められると考えます。 

質問の１点目です。中川村では災害時の避難所のトイレ環境を整えるために現

在準備している仮設トイレ等の設備、備品はどれだけあるか、また、それは想定

している最大の災害時に十分対応できる数量か、お尋ねをいたします。 

○総務課長  それでは総務課のほうからお答えをさせていただきます。 

現在、村が備蓄しております災害用トイレ、簡易トイレでありますが、便槽つ
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きタイプが６基、マンホールに設置するタイプが７基あります。そのほか、既存

のトイレに袋をかぶせて凝固剤で固めるタイプの簡易トイレセット、これが 300

セット、これは１セット 100 回分になります。それに加えまして、トイレットペー

パー、ウエットティッシュも備蓄をしております。 

また、中川村において想定される最大の避難者数につきましては伊那谷断層地

震でありますが、最も発生確率の高い南海トラフ地震の最大避難者数については

570 人を想定しています。その想定に対しましてトイレ等についても備蓄を進め

ているところであります。 

成人が１日に排せつする量は１ℓ以上、平均５回はトイレに行くとされていま

す。下水道の一部が使用できることの前提にはなりますが、おおむね１日～２日

分を備蓄しております。３日程度は村で対応することが必要と考えられますので、

今後、必要量の備蓄を進めていきたいというふうに考えております。 

また、各地区のほうには補助金の制度もありますので、各地区、また各家庭に

おきましても必要な災害用トイレ等の防災備品の備えについて周知を図ってい

きたいというふうに考えております。 

○４  番 （長尾 和則） 一定数が準備されているということがよく分かりました。 

気をつけなくちゃいけないと思うのが準備した仮設トイレ等の性能だと思い

ます。 

ただ、調べたんですが、災害用トイレに関する基準といったものはないようで

すので、どのような視点で製品を選んだらいいのか悩まれると思います。 

調べたんですが、参考となるのは、日本トイレ研究所、ここが災害用トイレを

開発する企業と連携して、災害用トイレ、具体的には携帯トイレ――今おっしゃ

いました。簡易トイレ、マンホールトイレ、組立て型の仮設トイレ、これらのそ

れぞれについて推奨仕様や性能項目を作成されたそうであります。こういったも

のを参考にしながら仕様や性能の優れた仮設トイレを準備しておけば、なお一層、

いざというときのスムーズな避難所運営に役立つと思います。 

質問の２点目であります。 

2016 年に発生した熊本地震での調査によると、発災後３時間以内にトイレに行

きたくなった方は 38.5％、６時間以内では 72.9％に上ります。 

当村において避難所にトイレの増設が必要と判断された場合、仮設トイレ等の

設置は迅速に対応できるか、お尋ねをいたします。 

○総務課長  仮設トイレ等の増設が必要になる場合につきましては、長野県及び近隣市町村、

または協定締結先の三遠南信地域の自治体等に要請をすることになります。 

被害規模にもよりますが、国等からプッシュ型の支援もあるというふうに思わ

れます。 

しかしながら、こうした大規模災害時には近隣自治体も被災しているといった

ところが当然考えられますので、状況により迅速な増設に対応できるか不透明な

部分があるのも事実であります。 
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今後でありますが、仮設トイレについてはリース・レンタル事業者や衛生会社

等と被害時の供給及び設置について協議のほうを進めていきたいというふうに

考えております。 

○４  番 （長尾 和則） 分かりました。 

気をつけたいと思うのは、お年寄りや体の不自由な方の使用を前提としたバリ

アフリーのトイレ、これは、通常時は当然しっかりとあるわけですけれども、こ

ういったときになると、こんな視点も大事になってくるのかなと思います。いわ

ゆる多角的な視点で準備をして、実際に災害が発生したときに避難所を設置する

際には避難者の方々の状況に応じて臨機応変に対応すると、こういったことが大

変重要になるかと思いますので、よろしくお願いします。 

質問の３点目です。地震等によって村内の上下水道管が損傷した場合、水洗ト

イレは長期間使用不可能になるわけですが、そのような場合の対応策は想定済み

か、お尋ねをいたします。 

○総務課長  下水道が使用不可能になった場合は、水道が使用可能だとしても水洗トイレは

使用できないということで、使用することは難しいことが想定をされます。 

災害用トイレにつきましては大草、葛島、牧ヶ原の防災倉庫に備蓄をしており

ます。避難所であります基幹集落センター、東小学校、葛島区民会館、文化セン

ター、社会体育館などは、すぐに設置の対応が可能になります。 

しかしながら、前述のとおり、長期間にわたる場合については支援によります

仮設トイレですとか災害用簡易トイレに頼らざるを得ないというふうに考えて

おります。 

○４  番 （長尾 和則） もし上下水道管が損傷して駄目になった場合、避難者の方々が

知らずに誤ってトイレを使用してしまうと、こういったことで過去にはパニック

が出たケースが多いようであります。こういった場合、便器をビニール袋で覆っ

てガムテープなんかで固定して使えないようにする、早急にそうする必要がある

というふうに言われております。 

実際問題として、発生後、損傷してすぐにそんなことができるかというと、役

場関係者の方々だけではとても無理だと思います。したがって、避難者の方が自

ら、避難所のトイレに対して、これは使えないから覆っちゃいましょうと、こう

いった行動が起こせるように訓練しておく必要があるかと思いますので、そんな

点を参考にしていただけたらと思います。 

質問の４点目になります。 

これは先ほど総務課長のお答えで若干触れていただきましたけれども、もう一

度お聞きします。 

集中豪雨などにより当村にのみ大きな災害が発生して村民が避難生活を強い

られた場合、近隣市町村から仮設トイレ等の貸与を受けることは可能か、お尋ね

をいたします。 

○総務課長  中川村のみが被災したような場合につきましては、長野県の広域支援及び三遠
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南信地域の自治体との協定による貸与等の支援を受けることは可能というふう

に考えております。 

○４  番 （長尾 和則） 既にそのような体制はしっかりできておるということで、承知

をいたしました。 

釈迦に説法のような話で申し訳ないんですが、逆に、困ったときはお互いさま

ということで、ほかの町村がそういったことで困っておる場合には、中川村も積

極的に備品を提供するといったことも必要かと思います。 

最後の質問になります。村や地域の防災訓練の際、仮設トイレの使用方法を説

明し、住民に災害時におけるトイレ対応の予備知識を持っていただく必要がある

と考えますが、お尋ねをいたします。 

○総務課長  災害時のトイレの使い方はとても重要です。 

被災後、水が出ない、下水道が使えない、電気がつかないといった非常時には、

いち早くトイレを災害対応の状態にすることが大切です。 

避難される全ての方が避難所のトイレが使えない状態であるかを判断するの

も難しく、上下水道が使えない状態でトイレを使用しますと、排せつ物がそのま

ま流せないといって、その後の方が使用できないというような大変な苦労を要し

ます。 

災害時には、いち早く担当職員がトイレの状態を確認し、避難所開設時から災

害用トイレの使用ができるように対応することが重要というふうに思います。 

職員が対応でない場合も想定されることから、住民の皆さんにも広く周知する

ことが重要と考えております。 

そのため、議員の御指摘のとおり、防災訓練や地域防災マップ作製などを通じ

て災害時のトイレの使い方についてもお伝えをしていきたいというふうに考え

ております。 

また、先ほども述べましたが、各御家庭、各地区で災害用トイレや防災用品の

備えや住民の皆さんの防災意識の向上を図っていくことが大切というふうに考

えております。 

○４  番 （長尾 和則） 分かりました。 

地元の訓練等に参加すると、点呼とか、停電したときにはどうするんだとかい

うチェックはありますけれども、なかなかトイレっていうのは死角に入ってしま

うような気がいたします。 

いずれにしても、重要なことですので、ぜひ予備知識を持っていただけるよう

に継続的な取組をお願いしたいと思います。 

大きな災害が発生して避難所生活が長引く場合、トイレ対応は優先的に――総

務課長もおっしゃいました。優先的に取り組まなければならないものであると思

います。トイレは人間の命と尊厳に関わる問題ですので、災害時でも安心できる

トイレ環境を確保できるように村全体で可能な限りの準備をしていくことを確

認いたしまして、私の質問を終わらせていただきます。 
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○議  長  これで長尾和則議員の一般質問を終わります。 

次に５番 桂川雅信議員。 

〇５  番 （桂川 雅信） それでは通告に基づきまして質問をさせていただきます。 

最初の質問は「子どもたちの健康情報共有について ～「健康手帳」プレゼン

トの提案～」というタイトルです。 

中川村第６次総合計画後期計画素案では、子育て支援の基本方向として「家庭、

学校、地域、行政などが連携して、幼児期から自立までの子どもたちの生きる力

を育成する村を目指します。」としています。この方針の積極面は、村の子どもの

誕生から成人に至るまでの心身の成長を家庭や学校だけではなく村全体、地域社

会全体で見守ることを宣言している点であると私は見ています。 

大都市では恐らくこのようなことは無理でしようし、逆に保健衛生体制の整備

が困難な極小規模の自治体でも難しいことなので、中川村のように村民がある程

度顔の見える距離感で生活を営み、しかも、ある程度の保健体制が整えられてい

る自治体ならではの方針であると考えます。 

そこで、この方針を実践する上での課題を解決する手法として１つの提案を行

いたいと考えます。 

これまでの一般質問の中で、私は学校健診での脊柱側彎症や３歳児眼科健診で

の屈折検査などを取り上げてきましたが、どれも子どもたちが長い人生を健康に

過ごす上で重要な起点となる健診であると申し上げてきました。 

今回は、このような子どもたちの長い人生に関わる疾病として小児糖尿病を事

例として上げたいと思います。小児糖尿病というと、インスリンをつくり出すこ

とができずに血糖値が高くなるインスリン依存型、いわゆるⅠ型糖尿病が代名詞

のように使われてきましたが、近年になって肥満症や運動不足など生活習慣を背

景とするインスリン非依存型の２型糖尿病が急速に増えてきたと指摘されてい

ます。 

糖尿病は自覚症状がないため、数年から十数年の間、高血糖が持続すると、網

膜症や腎症を併発して失明、腎不全の原因となりますし、動脈硬化の進行や四肢

の血行障害、末梢神経障害を引き起こして足の壊死による切断など、深刻な合併

症を招きます。これらの合併症は、いずれも成人後に問題になってくることです

が、本来は小児のうちに発症を予防し、あるいは兆候を発見し治療することで重

症化を防ぎ、その後の人生を過ごすことができるようになります。 

1973 年以来、文部省は、学童期の潜在性腎疾患の早期発見を目的とした早朝尿

検査、いわゆる学校検尿を義務づけてきましたが、この尿検査は 1994 年から尿糖

検査も義務づけられ、小児糖尿病の実態が明らかになってきました。 

2002 年１月、第 25 回母子健康協会シンポジウムにおける女子栄養大学大学院

小児栄養学教授の大和田操氏の報告では「わが国では２型糖尿病の遺伝的素因を

もつ個体に、食習慣や生活習慣等の環境要因の変化が関わって、糖尿病が早期に

発症したことが推測されます。」としており、一方で 
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間食の項に記載した食品の摂取を中止させ、適切な食事・運動療法を行った

ところ、数ヵ月後には血糖値が正常化するとともに肥満度も改善し、肥満の成

因に脂肪摂取過剰とともに蔗糖、果糖の過剰摂取が関っていることが確認され

ました。 

とも報告しています。 

しかし一方で、最近、小児糖尿病の治療に関わっている専門医は、 

わが国の小児・思春期の２型糖尿病の治療成績が思わしくない理由として、

特に家族から独立して生活して行くなかで、治療を中断してしまうことも多い。

就職、家庭内の問題や経済的問題、地理的問題などや、思春期特有の不安感や

本人の糖尿病への自覚など様々な要因が絡んでいる。治療目標の達成にあれ程

がんばったはずなのにと嘆く医療者も多いはずである。医療者として、ある患

者の人生の長いスパンに、絶えず勇気と希望の支援を与え続けるには限界があ

る。 

これは岡田知雄っていう方が「糖尿病」っていう雑誌に書かれた「小児における

糖尿病と肥満度との関連について」という論文の中の一部であります。と岡田先

生は述懐しております。 

つまり、子どもの学齢期に見合った健康上の問題を解決するには、長くその子

の成長に合わせて寄り添う地域社会の取組が必要だとこの医師は述べているの

だと思います。 

一方で、文科省は、 

個別の保健指導を実施するに当たっては、児童生徒の心身の健康問題の多様

化や医療の支援を必要とする事例も増えていることから、すべて学校のみで解

決することは困難な状況にある。そのため、医療機関を始めとする地域の関係

機関等との連携が必要となっており、学校保健安全法（中略）第 10 条に、学校

においては、救急処置、健康相談又は保健指導を行うに当たっては、医療機関

等と連携を図ることが盛り込まれたところである。 

と手引に書いています。 

また、教育委員会は、地域の小･中･高等学校間の情報交換等ができる体制整

備や医療機関や福祉関係機関等を含めた地域レベルの組織体制づくりを確立

していくことが求められている。 

これは文科省が出している手引の一部であります。としています。 

既に学校と地域の医療機関、行政の保健指導を一体的に取り組むべきだと文科

省も指摘しています。 

そこで、私からの提案です。 

中川村の小中学校で行われている学校健診の結果を個別データとして整理し、

そのデータを定期的に、少なくとも年１回は保健指導担当機関と共有し、保健指

導担当機関は全ての子どもの健康データを村民のデータとして管理する。 

２番目、保健指導担当機関は必要に応じて子どもの家庭と地域全体での取組を
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支援する。 

村は一人一人の子どもたちの中学卒業までの健康管理状態を整理しておき、子

どもたちの中学卒業時、あるいは成人に達した段階で健康手帳としてプレゼント

する。 

この健康手帳の提案は母子手帳の続きを念頭に置いたものです。母子手帳は就

学前までの子どもたちの健康記録を家族が保管して、大人になって独立する際に

成長の記念として子どもたちに手渡している家庭もあります。ならば、その続き

の記録があってもよいのではないか、少なくとも大人になってから自分の健康状

態を振り返った際に子ども時代の健康管理がいかに大切であったかを知る大切

なよすがとなるに違いありません。 

現状では、村の各学校において養護教諭が子どもたちの学校健診データを整理

されているはずですので、それを個別データとして管理することはシステム的に

容易にできるはずですし、村の保健センターとデータを共有することも難しい話

ではありません。むしろ、数年間で各校の養護教論が異動してしまう状況を考え

ると、子どもたちの健康管理データを双方で共有しておくことは有意義だと感じ

ます。 

村の子どもの誕生から成人に至るまでの心身の成長を地域社会全体で見守る

という総合計画の目標を達成するためには、学校と保健センターが一体となった

取組が必要と考えますが、保健福祉課の見解を伺います。また、私の提案につい

ても見解も伺います。 

○保健福祉課長  村の子どもたちの心身の成長を村全体で見守ることについて幾つか提案をいた

だきました。小中学校と保健センターでの合同の取組を今年度から始めましたの

で、その報告をしながら、提案について答弁させていただきます。 

今年度、学童健康相談として、中学校の養護教諭から話を受け、肥満該当児へ

の健康相談を実施しました。 

実施に至るまでの経過として、村保健センターでは、成人の保健指導を実施す

る中で、若い頃に重症な糖尿病を発症した方や高度肥満や健康障害をもたらす肥

満症の方は子どもの頃から肥満だったという人が多く見られました。このことか

ら、肥満の改善に加え、子どもの頃から肥満を予防する取組が必要と考えました。 

そこで、小中学校から児童生徒の身体測定の結果、血液検査結果を提供いただ

き、保健センターにある乳幼児期の記録と保育園での健康診断の記録を使い、子

ども一人一人の成長曲線を作成しました。 

１番目に提案いただきましたように、子どもの健康データを管理することがで

きるようになりました。 

学童健康相談は、学校の保健室を使い、小学生は保護者のみ、中学生は生徒と

保護者、養護教諭も同席してもらい実施しました。 

内容としては、身長と体重の経年変化、成長曲線を見て体重の変化の大きかっ

たタイミングの生活の変化やきっかけを振り返ってもらう、また成長期にあるた
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め３食の食事を制限するようなダイエットをしないこと、体重の増加を緩やかに

して肥満度の増加を抑えること、体型に言及したり食べてはいけない等の指導に

なったりしないように心がけ、実施をいたしました。 

保護者の反応としましては、生徒、保護者ともに真剣に話を聞いてくれて関心

が高かった。中学生本人も理解ができていたようです。身長、体重の経年変化を

成長曲線で見える化したことで、その時期の変化や体重増加の理由を話すことが

できていました。どの家庭も子どもの肥満は気にしていて、家庭でも調べたり工

夫したりして対策を取っていたようです。また、困っていることなどを自分から

相談してくれるよい機会となったようでありました。 

保健センター職員が相談を実施して気づいたこと、課題等としましては、体型

のことを気にしたり自信をなくしたりするような発言もあったので、気持ちへの

影響がないよう慎重にする必要があるということです。中学生になると自分で食

べる物を選べるようになるので、保護者だけでなく、本人も一緒に話を聞くこと

が大切だということです。１回の相談で全てが分かり解決できることではないの

で、今後も継続して関わり支援をしていく必要があることなどに気づくことがで

きたようです。 

今後の取組とましては、高校生になると親元を離れたり自分で選択したりする

機会が増えることから、中学卒業までに肥満度を少しでも抑え、かつ自分が健康

でいるためにどのような食事をしていけばいいか食事や生活を選ぶ力をつけら

れるよう指導していく。これは学校の養護教論だけでは困難であるため、保健福

祉課と連携して進める。また肥満の保健指導も継続するっていうことです。 

また、肥満になる前の予防の取組が重要であることから、新生児期、胎児期か

らの健康づくりを保健センターが事務局となり保育園、小中学校と連携して取り

組むことになりました。 

２番目の提案をいただきましたように、子どもの家庭と地域全体で取り組むこ

とを確認することができました。 

また、来年度から、生化学検査――血液や尿検査になりますが、へモグロビン

Ａ１ｃが追加になります。ヘモグロビンＡ１ｃとは過去１～２か月の血糖値の平

均となるものです。糖尿病は、症状の有無や血糖値など、またヘモグロビンＡ１

ｃの値を総合的に見て診断されます。 

まずは、実態の把握を含め、どのような対象者にどう指導していくか検討し、

実践していきたいと考えております。 

３番目の提案につきましては、子どもの健康管理の状態をまとめたものを配付

している自治体もあるようですので、今後の取組を進める中で考えていきたいと

考えております。 

〇５  番 （桂川 雅信） 保健福祉課のほうから回答をいただいて、これまで学校健診に

関する私の質問の中では、回答を教育長からも昨年までいただいておりまして、

その中で既に保健福祉課と連携と取るというふうに御回答いただいておりまし
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た。今回答いただいた中で、学校と情報共有をするという、テーブルに着いてい

るというお話がりましたので、大変大きな前進だったというふうに感じます。 

しかも、今お話しいただいた中ではヘモグロビンＡ１ｃの検査も次年度から始

まるということですので、これは非常に大きな前進だったなという感じがします。 

実は、今も報告がありましたけれども、私のほうもちょっと調べてみましたら、

高等学校を卒業して成人になってからですが、村内でも糖尿病の気配があって治

療を受けている方が出ているという話を私も聞きました。そういう方は、やはり

子どもの頃からの食習慣ですとか生活環境の中でそういう発症をするような実

態があったんだということがどうもあったようで、最近、学校の中でも健康指導

が行われているという話がありましたけれども、大変すばらしい前進だと思いま

す。 

総合計画にありますように、これを地域社会全体で見守っていくという方針の

一環の中にぜひ据えていただきたいと思います。 

健康手帳の提案は私からの１つのヒントですので、ヒントに過ぎませんので、

さらに良い案があれば御検討いただければと思います。 

次に進みたいと思います。 

２番目は「「特定地域づくり事業協同組合」の設立を急ぐべき」という提案です。 

中川村では令和５年２月に行政と議会、関係団体が共同で特定地域づくり事業

協同組合の実態調査を行ってきました。この調査後も全国的には協同組合の設立

が続いているようで、先日のニュースでは、能登半島地震で甚大な被害を受けた

珠洲市では地域おこし協力隊の女性が地域の皆さんと力を出し合って協同組合

を設立し、その後に４名の若い方が職員として採用されていると報道されていま

した。 

長野県でも新たな協同組合設立の動きがあると聞いています。 

この協同組合について、村では条件があれば設立に動き始めるということでし

たので、その後も議会で進捗状況などを問いかけてきましたが、昨年は村内事業

者のアンケートを取ったところまでは聞いておりました。 

そこで質問ですが、村での地域づくり事業協同組合の設立に向けての進捗状況

を教えていただきたい。特に、昨年のアンケートで各事業者の必要労働力調査が

行われていたと思いますが、その結果も教えてください。 

○地域政策課長  それではアンケート調査の結果について御報告をさせていただきたいと思いま

す。 

一昨年に行いました必要労働力調査では、サンプル調査として農政係を通じて

農業経営者会議に属する担い手農業者の方々や商工会を通じての会員の皆さん、

村内福祉施設等にアンケートを行いました。 

個人事業者、農家、企業、あと福祉施設等、18 事業者から回答がありまして、

そのうち 17 事業者に労働力不足、労働者の希望があったといった結果でありま

した。 
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福祉施設や施設系の農業者は年間を通じて労働力の希望、不足があるというこ

とで、個人農業者や加工品事業者では栽培品目や加工時期によりまして季節的な

労働力を欲しているといった結果であります。 

アンケート結果では、少ない月で月９人ほど、多い月で 30 人を超える労働力の

希望があったと、そういった結果でありました。 

〇５  番 （桂川 雅信） 今報告がありましたけれども、村の労働力調査では最低の月は

たしか２月だったと思います。２月のときが９人――9.2 人という話だったと思

います。高い月に合わせるんじゃなくて、小さい月に当然合わせざるを得ません

ので、全体的に見ると協同組合で９人程度までは雇用条件があるということにな

ると思います。 

それで、これを確認した上で次の質問ですが、地域づくり事業協同組合は、現

在の村内事業者だけでなく、今後起業を予定している方たちにとっても有益な情

報だと思います。以前にもこのことについて申し上げましたが、今後起業しよう

とする事業者から見ると、起業時直後の人件費は事業が軌道に乗るまでは経営を

圧迫する主要な要因となっており、この期間の人件費相当額の救済は事業協同組

合制度の重要な役割を担っていると考えます。 

また、村外から起業者の要望に応じて移住してきた方にとっても、当初から生

活を安定させるという意味でも大切な役割を担うものと考えます。 

この点を考えると、昨年調査をした事業体よりも――先ほど報告ありましたけ

ど、回答いただいたのは 17 事業者ということになっていたと思いますが、この点

を考えると、もっとたくさんの事業体がこれに参画する可能性があると思います。

例えば観光業、リクリエーション事業、社会教育事業、情報関連ソフトな事業な

ど、村内の個人事業主をはじめ、村外からの雇用を求めている村民にも広く周知

すべきと考えますけれども、担当課の今後の取組を伺いたいと思います。 

○地域政策課長  労働力が必要な事業者、事業所がいることは、先ほどのアンケート調査からも

把握ができている状況であります。 

協同組合設立には社員の派遣を求める４者以上の事業者が集まることが必要

要件となっておりまして、この点についてはあまり心配は要らないものと考えて

おります。 

正社員として通年雇用は難しいが、この制度を活用すれば、議員が言われるよ

うに創業・起業時の人件費のリスクの軽減にもなると思います。 

ただし、特定地域づくり事業協同組合の県の認定を受けるにはそれなりのハー

ドルがありまして、事業計画策定の際の派遣先の確保の見込みが確実なこと、併

せまして派遣社員の確保がまた確実なことというものが求められている点や、事

務局を担う事業者には、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力、

派遣元の責任者へは３年以上の雇用管理の経験や事務所の規定など、幾つかの定

められた要件がございます。 

その大前提として、過疎地域、もしくはこれに準じた同程度の地域が該当にな
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るわけでありますが、長野県内には該当となる 35 の町村、地域があるものの、県

が進めている特定地域づくり事業協同組合がまだ議会とともに視察に行きまし

た生坂村、小谷村だけというのは、やはりそれなりに要件を満たすのが難しいの

ではないかと感じております。令和７年度には新たに２つの町での設立が予定さ

れているそうであります。 

労働者側からすると、正規雇用で社会保険、労働保険にも加入しまして安心し

て働くことができ、派遣先での技術等の取得により自分自身の起業につながる可

能性もあると考えられます。 

当村の組合設立には組織体制や事務局を担う事業者が本当に出てくるかどう

かといった課題もありましたが、２月に事務局を担いながら組合の設立を目指し

たいという事業者からの相談がありまして、長野県中小企業団体中央会と県の組

合制度のコーディネーターの両者から説明を受けてきた状況であります。 

こういった具体的に希望する事業者も出てきていることから、新年度に入りま

して村内の事業者、事業所、全体への制度の説明会の開催、その後は組合設立の

発起人となる４者以上の事業所を確定しまして、事務局の確定と村からの設立支

援策の検討の後、本当に設立ができるかどうかということを協議しながら進めて

いきたいと、そういったふうに考えております。 

〇５  番 （桂川 雅信） この制度は大変いい制度なんですが、今回答がありましたよう

にハードルが幾つもあって大変使いづらい、それで、そのことは町村の側からも

意見が出ていて、何回か法改正が行われてきました。 

使い勝手が悪いのはいかがなものかと思いますけれども、法改正でも少しずつ

変わってきておりまして、今年の通常国会で今出されている法改正の内容では、

これまで事業協同組合には公務労働に参加する部分は２割以内っていう限定が

ありましたけれども、これが、どうも派遣側の状況が拡大される方向で動いてい

るということが、最近、報道も出ておりました。これからは、教育関連の事業も

含めて、協同組合の派遣の範囲がさらに拡大されていくと思います。 

昨年は、どうも、今まで禁止されていた――禁止っていいますか、もともと別

の法律で禁止されていた建設業法のもの、業種にも条件つきで拡大されておりま

すので、そういう意味では、これから少しずつ事業協同組合の規制の範囲そのも

のも変化していく可能性があると思います。 

あとは、協同組合事務局の人材収集能力に期待したいというふうに思います。 

次に移ります。 

３番目は「信州大学との連携協定について」です。 

令和５年 12 月議会において標記の件について質問を行い、その後も信大の関

係者をお招きして打合せが行われておりました。その際に私からは村内で今後見

込まれる研究開発テーマについて提案書を提出もしております。 

そこで質問ですが、その後、信大農学部との連携協定の進行状況について教え

てください。 
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○産業振興課長  現段階の状況でありますけれども、協定内容、こちらにつきましては協議が終

了しております。それをもちまして、３月 21 日、協定の締結を行う予定となって

おります。 

項目につきましては、地域産業の振興、地域資源の活用、安全・安全な地域づ

くり、人材育成及び生涯学習、教育及び学術研究、環境保全、こちらに関するこ

と、それとその他両者が必要と認める事項、こちらとなることとなっております。 

〇５  番 （桂川 雅信） １年経過しましたけれども、やっと協定に結びつけられたとい

うことで、よかったなと思います。 

そこで、続きに入りますが、中川村では、今、若い生産者を中心に新たな栽培

品目への挑戦、あるいは新たな６次産業化への挑戦が進行しています。若い生産

者が次世代を目指して挑戦を始めていることに敬意を表するとともに、それらが

成功裏に進行することを目指して、私はさきの提案書でも産学官の連携を述べて

きました。 

大学側では、今、地域との連携を強化することで大学としての価値を高める場

面もあり、特に研究室によっては学生の研究テーマの発掘にも役立っていますの

で、この連携は大学と地域にとってどちらもウィン・ウィンの状況をもたらすも

のと考えています。 

そこで質問ですが、連携協定には今おっしゃられたように一般的な表現で連携

と協力関係がうたわれることになりますが、現実には、中川村では既に具体的な

テーマは幾つか動いており、双方で作業が進行しているテーマもあります。協定

が締結された後に可能な限り早期に信大の担当研究室と協議に入りたいと考え

ていますが、今後の作業手順についてお答えいただきたいと思います。 

○産業振興課長  協定の内容につきましては、質問にありますとおり、一般的な表現、幅広い捉

え方の項目立てになっていますので、村、信州大学農学部、双方で合意形成され

た上で多種多様なテーマを設定でき、双方の協力関係の下、研究等を進めること

ができることとなります。 

通常の手順であれば、村からのテーマの依頼の場合でありますけれども、協定

後は、研究等、協力の可否を大学側で協議、着手可能であれば研究室との調整、

協議、内容が整うことにより実施に移ることとなります。 

取り扱う内容としましては、あくまで協定の趣旨でもある村、大学、双方の発

展に資するものであり、協定の目的でもあります安心して暮らせる活力ある地域

づくりを進めるとともに学術研究機能の向上と人材の育成に寄与することに照

らし合致するものとなります。 

既に研究室担当の方が動いている事案があるようですので、まず村へ協定に基

づいた研究テーマとして依頼が可能な内容かを照会いただき、可能との判断にな

れば大学側へ依頼していくこととなります。 

〇５  番 （桂川 雅信） すみません。ちょっと今の回答の最後のところですが、大学側

から村へ向かって照会文書を出してもらって、それを村側から回答して、大学に
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戻して具体的な連携を始めるということでよろしいんですか。 

○産業振興課長  私の申し上げたのは村側からの依頼の場合ということで、例えば大学側からと

いうものであれば、議員のおっしゃられたとおりとなります。 

〇５  番 （桂川 雅信） 次の質問とも関連しますので、次の質問をいたします。 

これまで新規開発事業には地域づくり支援金などにより大学の先生や学生さ

んたちに必要な経費を支払ってきましたが、今後は連携協定を基にして作業を進

めていただくことになりましたら、村としての委託や支援などの経費助成も可能

になると考えます。村から提出した連携テーマに関して大学側から何らかの要望

があった場合、どのように今後応答をされるのか、村長の見解を伺います。 

○村  長  協定に基づいて研究等を行うことについて重要となる点を村の視点から申し上

げますと、まず、その研究成果等を基に行動したときに村や地域の振興施策にど

れだけ結びついていくのか、また村や地域が将来的にどれだけ発展していく可能

性があるのかということになろうかと思っております。 

現在、ほかの自治体においても多くの連携協定が結ばれておりまして、双方合

意の上で研究等が進められていると思うわけでありますが、何せ財源等も限られ

ている中で活動がされているんではないかということを推測しております。 

あくまでも協定相手が農学部であるために産業振興部門の内容として取り扱

うわけでありますけれども、要望、経費助成等についてでありますけれども、過

去には地域づくり支援事業補助金を活用され事業実施が行われていたというふ

うに承知をしております。現在の村の制度からは、間接的な支援として地域づく

り支援事業補助金、また特産品創出支援事業補助金を充てるようなことが考えら

れるわけであります。ということであります。 

一方、直接的支援、委託等も、依頼、協議した上で、中身によっては検討する

必要があるというふうに考えておるところであります。 

村では、現段階で経費助成についての具体的で明確なお答えということはでき

ないわけでありますけれども、要望と内容に基づいてその都度検討していく方向

で対応していく、こういうことであろうかというふうに思っております。 

〇５  番 （桂川 雅信） 大学側と地元で作業を行っている皆さんのそれぞれの要望に応

じて村も検討いただくということだと思いますので、これはこれで進めてまいり

たいと思います。 

次に参りたいと思います。 

最後は「地方交付税を「依存財源」と表現するのはやめよう。」というタイトル

です。 

このタイトルの質問をしようと思ったきっかけは、もう随分前からあったんで

すが、たまたまですが、冒頭に書きました新聞記事を見まして、ちょっと、やっ

ぱりこれはやっておいたほうがいいなというふうに思いまして質問させていた

だきました。 

本年２月 10 日に実施された長野県令和７年度公立高等学校入学者選抜前期選
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抜学力検査問題の社会科では、資料１のように地方税、地方交付税、国庫支出金、

地方債などのグラフを示して、自主財源である地方税とその他の財源を比較する

問題が出題されています。資料１を御覧いただければいいと思います。 

入学試験でこういう問題出るっていうのは多分珍しいんじゃないかなと思い

ますが、前期試験でした。 

一方で、２月 18 日付、信濃毎日新聞では、「まちづくりに使えるお金は多くな

い？」「自治体の自主財源づくりを新聞記事から考える」として、中学生が「公民

の授業で地方自治の仕組みや現状について学んでいる。自主財源に乏しい県内の

地方自治体がまちづくりに苦慮している実情を新聞記事で学習し、自分たちが住

んでいる地域の状況に目を向けた。」と記事を掲載しました。 

この記事では、生徒たちはある村の 2022 年度一般会計当初予算案の歳入に占

める村税の割合が 6.3％にとどまり、財源の多くを国からの地方交付税交付金で

賄っている事情に触れて、村の財政課題を依存財源が多いと回答したと報じまし

た。 

また、ある市の決算報告を例に、この市では普通会計の歳入に占める割合は自

主財源 37.3％より依存財源 62.7％が大きく、さきに挙げた村と同様の課題を抱

えていることに気づいたと書いていました。 

これらの記事を読むと、地方税収以外で大きな割合を占める地方交付税は、地

方の財源ではなく、国に依存した財源であるかのような誤った印象を与えるもの

となっています。 

しかし、このような誤りは全国でも繰り返されており、自治体も自らの財政報

告で同様に記述をしているところもあるため、地方財政への正確な理解を進める

ためにこの質間をいたします。 

まず法律上の規定から申し上げますが、地方交付税法第３条第２項では「国は、

交付税の交付に当つては、地方自治の本旨を尊重し、条件をつけ、又はその使途

を制限してはならない。」と記しており、地方交付税は地方税収と同じように地方

公共団体が一般財源として自由に支出できる財源であることを規定しており、地

方交付税そのものが地方公共団体の一財源化されるべきものであるとしていま

す。これは総務省のホームページを見ていただくと分かりますが、一般財源とい

う項目の中に地方交付税をグラフの中でも入れております。 

ここでいう地方自治の本旨とは、日本国憲法第８章 地方自治第 92 条に基づ

いたもので、総務省は一般的に地方公共団体の団体自治及び住民自治の２つの意

味における地方自治を確立することとしています。さらに、ここでいう団体自治

とは、国から独立した地域団体を設け、この団体が自己の事務を自己の機関によ

りその団体の責任において処理すること、住民自治とは、地域の住民が地域的な

行政需要を自己の意思に基づき自己の責任において充足することである、と総務

省は説明しています。 

一方で、地方交付税そのものに関する総務省の見解は、 
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地方交付税は、国が地方に代わって徴収する地方税（地方の固有財源）であ

り、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む住民にも一定の

行政サービスができるよう財源を保障するため、地方公共団体の財政状況を考

慮して配分されています。 

と説明しています。地方交付税が地方の固有財源であるということをここでは一

貫して述べています。つまり、地方交付税とは、地方公共団体とその地域の住民

が行政需要を自己の意思に基づき自己の責任において充足するために交付され

る自治体固有の財源なのです。 

全国知事会は、 

地方交付税については、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供

できるようにするとともに、地域間の財政力格差を是正するために必要不可欠

なものであり、「地方の固有財源」であることから、その総額を確保・充実する

とともに、個々の地方団体レベルでの一般財源の確保・充実にも留意し、財源

保障機能と財源調整機能の維持・充実を図るべきである。 

これは昨年８月２日に全国知事会が地方税財源の確保・充実等に関する提言で出

されている内容の一部です。あわせて、 

・国と地方の税収割合が６対４である一方、歳出割合は４対６と乖離がある。

住民に身近な行政サービスを提供する地方の役割に見合った税源配分とする

ため、新たな行政需要に対応するための税源の創出にも努めつつ、国と地方の

税源配分をまずは５対５とすることを目標として税収割合と歳出割合の乖離

を縮小し、自主財源比率を高めていくこと。 

と述べています。 

ここで分かるように、自主財源比率を高めるっていう内容の中に地方交付税も

当然入れているというのが全国知事会の見解です。この全国知事会の声明では地

方交付税を明確に自主財源と考えており、現状での税収割合と歳出割合の乖離を

解消すべきだと述べています。これは資料にも掲載いたしました。 

国と地方の税収割合と歳出割合の不均衡は、資料３のように国も認めておりま

す。「国と地方の役割分担の大幅な見直しと併せて、地方が自由に使える財源を拡

充するという観点から、国・地方間の税財源の配分のあり方を見直すことが必要。」

これは総務省の先ほど申し上げた資料の中に書いてあります。 

令和５年 12 月 11 日、地方財政審議会報告「今後目指すべき地方財政の姿と令

和６年度の地方財政への対応等についての意見」には「地方交付税の役割」とい

う項目がありまして、その中で 

地方交付税の原資である国税４税の法定率分は、本来地方の税収とすべきも

のを国が代わって徴収するもので、「間接課徴形態の地方税」と考えるべきもの

である。地方の固有財源としての性格をより明確にするため、国税４税の法定

率分を、地方法人税と同様に、国の一般会計を通さず、交付税特別会計に直接

繰り入れることとすべきである。 
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と書いています。明らかに交付税、地方交付税は一般会計を通さないで地方交付

税の特別会計に入れなさいということを審議会で答申しています。 

ここまで地方交付税の性格について細かく国の見解と全国知事会の声明を述

べたのは、多くの地方自治体や国民がいまだに地方交付税は国からいただくもの

といった感覚を残していることにある種の懸念を持っているからです。冒頭の事

例のように、学校教育やメディアまでがほとんど地方交付税を自主財源とは捉え

ていないことは、地方財政に対する誤った認識を拡大してしまう懸念をさらに強

くしています。 

地方自治体にとって使途が特定されていない、あるいは制限されない財源を一

般財源とし、これを自主財源と呼ぶならば、国税である所得税及び法人税の

33.1％、酒税の 50％、消費税の 19.5％、地方法人税の全額は、この自主財源に該

当するものです。 

全国知事会は長く地方分権を訴えてきましたが、地方分権改革の中心的課題は

地方自治体の財政基盤の強化であることは言うまでもありません。 

人口規模がごく小さい自治体では、事業所自体の存立基盤がないため、事業所

からの税収がほとんど期待できない状況下でありますが、それでも消防、保健衛

生、福祉、民生、土木、環境、学校教育、社会教育などの行政サービスは広範囲

にわたって一定水準を維持することが求められています。そのため、地方交付税

の財源保障機能と財源調整機能はそのような自治体にとって命綱なのです。 

この命綱は、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財

源を保障するための地方の固有財源なのですから、日本国民から配分された地方

自治体の固有財源として認識すべきであり、国から分け前を与えてもらっている

ものではないことをしっかりと認識すべきと考えます。 

ある県の財政用語説明では、「自主財源とは、自主的に収入しうる財源をいい、

依存財源とは、国(県)の決定により交付されたり、割り当てられたりする収入を

いう。自主財源が多いほど、行政活動の自主性と安定性が確保される。」と書かれ

ていました。しかし、一般財源の説明でも「一般財源が多いほど行政運営の自主

性が確保され、地域の実態に即応した行政の展開が可能となる。」と書いてありま

す。一般財源と自主財源はほぼ同じ意味で扱われています。 

つまり、定義として異なるのは財源決定プロセスの問題であって、財源の性質、

内容としては地方自治体の自主財源イコール地方の固有財源なのではないでし

ようか。 

財源決定プロセスを重視するのは、国が分けてやるという国税庁の一方的見方

であって、少なくとも地方交付税法の規定では、地方交付税は文字どおり地方の

自主財源の一つと考えるべきではないでしようか。 

そこで、村の財政計画に関して地方交付税への認識について質問です。 

１、中川村第６次総合計画後期計画素案、12 月 16 日版ですが、「国全体で国税

収入などが減少した場合は、地方交付税などの村の依存財源の減少につながる可
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能性があります。」との記述がありましたので、修正意見を提出して、今回の最終

案では修正がなされています。 

これまでに村の財政関連文書などでも同じような認識で記載されていた部分

もありましたが、地方交付税に関するこれまでの村の認識はどうだったのでしよ

うか、担当課の見解を伺います。 

また、依存財源という用語を使用しなければならない積極的な根拠があるので

あれば、併せて伺います。 

○総務課長  それでは、お尋ねの地方交付税に対する村の認識についてお答えをいたします。 

前段としまして、地方公共団体が住民福祉向上のため業務を進める場合、地方

自治の観点から、それぞれの創意工夫、特殊性を発揮されるべきであるにしても、

必要最低限の行政水準はいかなる地方公共団体においても確保される必要があ

ります。 

このような状況において、全ての地方公共団体に対してそれぞれの財政需要に

即して必要な財源を確保するため、国民の負担する租税の国と地方公共団体のそ

れぞれの財政需要によって配分する、このことで地方公共団体の財源保障を確保

するとともに、地方公共団体に与えるべき財源のうちの一部について地方公共団

体の財源調整制度として行われるものが地方交付税との認識であります。 

その使途に関しましては、議員の御指摘のように、また過去の政府の国会答弁

におきましても、普通地方交付税は、地方交付税法第６条により、国税５税――

所得税、酒税、法人税、消費税、たばこ税の一定の割合が普通地用交付税として

自治体に交付され、その際、国の関与は行えないため、一般財源として地方公共

団体における固有の財産として取り扱われるべきものというふうに考えます。 

また、依存財源という用語を使用している根拠についてでありますが、まず自

主財源、依存財源という用語自体は一般的な財政用語であり、自主財源は市町村

税や分担金、負担金、使用料、手数料などのように市町村が独自に収入額を定め

て徴収することができる財源を意味し、依存財源は国や県の基準に基づき交付さ

れたり割り当てられたりする収入で、市町村が独自に収入額を決められないもの

をいい、地方交付税についてはこの範囲で依存財源に分類されております。 

財政分析による歳入の構造上の特質を分析するために、歳入決算額を自主財源

と依存財源に分類する際に一般的に用いられているというものでございます。 

〇５  番 （桂川 雅信） 今、課長がおっしゃられた回答の中にも出ているんですが、依

存財源という言葉を使う理由の中に財源を決定するプロセスの話が出ているん

ですね。これは、先ほど申し上げたように、財源の中身で、性質で区分している

のではなくて、財源をどうやって決めているか、そこが問題になっているわけで

すよね。お分かりですよね。 

ここであんまり論争するつもりはないんですけれども、誰が決めているかとい

うところを問題にしているだけですから、財源そのものの性質は法律のとおり自

主財源の一部だ、ですよね。だから、そのことをもう少し明確に書くんであれば、
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ここは依存財源っていう表現そのものを使う必要がないんではないかというふ

うに私は考えます。 

次へ移ります、２点が質問ですので。 

２番目の地方交付税に関する認識というのは、地方の財政自主権に関する重要

な問題だと考えています。この点から考えると、村は、これまでに作成している

財政文書の中で、性質別歳入で自主財源と依存財源に区分し、地方交付税などを

依存財源としているのは地方交付税法の定義や総務省の考え方とも異なるので

はないでしようか。 

そもそも、性質別区分をするのであれば、一般財源と特定財源として、使途が

特定されず、どのような経費にも使用することができる財源である地方税、地方

譲与税、地方特別交付金等地方交付税などを一般財源と記述し、特定財源ではな

いことを明示すれば誤った認識は拡大しないのではないでしょうか。 

また、今後、同様の文書中で取扱いについての担当課の見解を伺います。 

それで、このときに、資料でもちょっとつけてありますけれども……。 

すみません。ちょっと回答を先にいただきたいと思います。 

○総務課長  先ほど述べましたように、村の財政文書等においては、これまで一般的な財政

分析上の区分として地方交付税を依存財源として取扱いしてきました。 

今後につきましては、性質別歳入や財政分析など、基本的には一般財源と特定

財源の区分の中で、財政文書中における地方交付税の取扱いにつきましては一般

財源などと記載するなどの取扱いをしていきたいというふうに考えております。 

〇５  番 （桂川 雅信） 添付しました資料の中に資料４っていうのがあります。鳥取県

の財政用語の説明資料です。 

この中に自主財源と地方交付税という説明があります。 

見ていただくと分かりますが、通常のほかの県の財政用語の説明では、自主財

源っていう項目があると、次には大体依存財源っていう説明があって、さっき課

長が言われたような説明が大体書いてあります。 

鳥取県は、それがありませんでした。自主財源っていう項目があって、次に書

いてあったのは地方交付税っていう説明が書いてあります。つまり、依存財源っ

ていう項目は書いてないんです、鳥取県は。 

それで、地方交付税の中に、最後にちょっと私は線を引きましたが、「地方交付

税は、国庫支出金ではなく、地方公共団体の共有財産であるともいえる。」ってい

うふうに書いてあります。つまり、国が与えるものではなくて、もともと地方の

ものなんですよっていうことを県は用語解説の中でちゃんと書いてあるんです

よね。ですから、依存財源っていう言い方は使っていないっていうことはそうい

う趣旨だっていうこと書いてある。 

ただ、一方で、同じ鳥取県の財政評価の概要の中を読んでいただくと、「・自前

の財源である地方税の割合は全国的にも低く、国から再配分される地方交付税に

依存せざるを得ない状況ですが、」と、ここで使っているんです。つまり、地方財
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源は依存財源だとは言っていない。だけど、県の今の状況は「国から再配分され

る地方交付税に依存せざるを得ない状況ですが、」という言い方をしていると。 

だから、依存財源だっていう言い方は間違いだけれども、依存せざるを得ない

状態であるっていうことは、つまり状態を指しているわけですから、これは間違

いじゃないですよね。だから、私はこういうふうに使ってくださいって言いたい

んです。 

地方交付税は依存財源ではない。国民から集めた税金を地方の配分額としてき

ちんと配分しています。だから、もともと地方の取り分なの。 

取り分が多いか少ないかっていう議論はある。だから、それを資料３のところ

書いてありますが、もともと地方が支出するのに国よりも地方のほうが多いんで

すよね。多いのに配分されているのは逆になっている。だから、それを是正して

くれって言っているのが全国知事会の考え方ですよね、取りあえず５対５にして

くれ。支出するのは地方が６で国が４なんだから、本来はそれにすべきだってい

うのが全国知事会の意見です。本来なら、そうしてほしいわけですよね、知事会

は。 

なので、国に依存しているのは確かです。地方交付税に依存しているのは確か

ですけれども、地方交付税を依存財源と呼ぶのはやめましょう。つまり、私たち

の意識の問題ですよ。 

地方交付税は国民のものであるということを、ぜひ、ちょっと知っていただき

たいというふうに思って今回の質問をいたしました。 

最後に３番目です。 

町村会も全国知事会と一緒になって繰り返し財務省に対して意見を申し述べ

てもらうべきだというふうに考えておりますが、村長の見解を最後に伺いたいと

思います。 

○村  長  すみません。私の見解ということでありますけれども、やはり国の財政動向で

地方交付税が削減されるようなことがあってはならないわけでありまして、総務

省自身も、このことは、やはり地方財政計画をつくる中で、国、財務省という言

い方はありませんが、に対しては、地方交付税をちゃんと確保すべしという立場

で運動して――運動というか、やっていっていただいているというふうに考えて

おるところであります。 

それで、全国町村会という組織があります。それで、昨年 11 月にその大会が

あったわけでありますけれども、地方交付税の充実確保等について要望の決議も

しております。ちょっと御紹介しますと、地方交付税の有する地方公共団体の財

源の不均衡を調整する財源調整機能とどの地域に住民にも一定のサービスが提

供できる財源確保機能は不可欠であるので、これを堅持すること等々の要望を出

しております。 

それと、最後に地方交付税は地方固有の財源であり、その性格を制度上明確に

するために、名称を地方共有税に変更したらどうかということまで言っておるわ
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けであります。 

そういう意味で、全国町村会も全国知事会と合わせて、地方自治体の代表組織

として、総務省だけでなく、財務省に対しても要望活動を行っておりますので、

地方自治体の財政や政策に関する提案や要望を政府の各省庁に提出をしておる

ということをお伝えしたいと思います。 

〇５  番 （桂川 雅信） 以上で終わります。 

○議  長  これで桂川雅信議員の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩とします。再開は午前 11 時５分とします。 

［午前１０時４６分 休憩］ 

［午前１１時０５分 再開］ 

○議  長  会議を再開します。 

休憩前に引き続き一般質問を行います。 

３番 中塚礼次郎議員。 

○３  番 （中塚礼次郎） 私は、さきに通告してあります２問について質問をいたします。 

最初の質問は訪問介護事業所の危機打開についてであります。 

国は、訪問介護の基本報酬を 2024 年４月から２～３％引下げをしました。介護

サービス全体では報酬を全体で 1.59％微増した一方で、訪問介護を狙い打ちした

引下げでした。 

介護報酬の引下げは、経営が苦しい介護業界の中でも特に訪問介護の経営が苦

しいというのが実態で、こうした苦境から訪問介護事業所を守るための報酬引上

げが必要でしたが、逆に引き下げられました。今、高齢者の生活を支える訪問介

護事業所が休止や廃止に追い込まれ、サービスの空白地域が広がっております。 

新聞報道によれば、事業所がない自治体が 2024 年６月末時点で全国 97 町村に

上り、残り１事業所だけの自治体は 277 市町村もあります。 

４月からの訪問介護の報酬を減らして事業の継続をさらに困難にした国の失

策は明らかと言わざるを得ません。この点についての考えと、村内の訪問介護事

業所の運営状況などについて実態を把握していれば、お聞きをいたします。 

○保健福祉課長  訪問介護事業について答弁をさせていただきます。 

令和６年４月に訪問介護の報酬単価の減額が行われました。全国一律のサービ

ス基準によるもので、サービス付高齢者住宅におけるサービス提供料が多い等の

理由から調整をされていますが、特定事業所加算、この加算の内容は専門性の人

材の確保やサービスの質の向上に取り組む事業所を評価する制度という、この加

算の要件に中山間地域等に居住する者へのサービス提供が追加されたため、中山

間地域――中川村も含まれますが――の小規模事業所においては、報酬単価は減

額されましたが、加算が追加されたため、単価の変動は大きく影響していないと

中川村では認識をしております。 

また、令和６年６月には、処遇改善加算、こちらは介護業界で働く人々の賃金

を改善するための国による支援になりますが、こちらの加算率が引き上げられる
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改定が行われております。村内の訪問介護事業所では、従事者は介護福祉士であ

るため、処遇改善加算の一番高い率で算定をしております。 

それで、村内の状況になりますが、中川村内の訪問介護事業所は、社会福祉協

議会ヘルパーステーションと訪問介護ステーションぽれぽれの２つの事業所と

なります。 

訪問介護ステーションぽれぽれは、訪問看護との連携があり、質の高いサービ

スを提供できることから、特定事業所加算は一番高い率で算定をしております。

事業提供エリアは上下伊那と広範囲であることから、提供数も増加していると聞

いております。 

社協のヘルパーステーションですが、事業提供エリアが村内に限られています

が、利用者数の変化はなく、提供時間が伸びていることから、報酬額は増加して

いると聞いております。 

また、１日に何回訪問しても低額で訪問介護サービスが利用できる小規模多機

能型居宅介護事業所はっぴーかつらもありますが、こちらのサービスも定員が 29

人のうち 27 人は常にサービスの利用があると聞いておりますので、村内の訪問

介護サービスに対する需要は減少していないというような状況です。 

それで、サービス別の介護給付費を見ても、訪問介護のサービス費は、新型コ

ロナが蔓延したころは減少しましたが、その後は微増傾向にあります。 

○３  番 （中塚礼次郎） 今、課長のほうから中川の事業所の内容についてお答えがあり

ましたが、中川としては、全国的にこういった不安や廃止や廃業の状態が続いて

おるという、非常に訪問介護は危機になっておるという状況から考えて、どうい

う判断をしておりますか、そこの点をお聞きします。 

○保健福祉課長  今のところは、先ほど言いました特定事業所加算が今回つきましたので、当面

は減額されても単価の変動は大きく影響していないと思っております。 

ただ、今後、やはり訪問介護のほうも厳しくなることは想定できます。 

今のところは、現状で大丈夫かなとは思っております。 

○３  番 （中塚礼次郎） 分かりました。 

国は要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らせるようにと介護や医療、生

活支援などの地域包括ケアシステムを推進しました。 

しかし、その中心を担う訪問介護が地方では成り立たず、システムが崩壊しつ

つある状況と言われています。 

厚労省は、訪問介護事業所の経営に関する２つのデータを持ち出し、報酬を

削っても問題が生じないかのように説明をしてきました。１つは介護事業所の中

で訪問介護は特に利益が大きいというもの、２つは訪問介護の事業所が増えてい

るというデータです。この根拠として持ち出されたデータがいずれも実態とかけ

離れたごまかしの数字だったことも指摘、追及されてきました。データが示すの

は、むしろ訪問介護の危機だったことが明確となったことであります。 

このデータに対して介護関係者らは実態と違うという声を上げ、地域の高齢者
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宅を１軒ずつ回る従来型の訪問介護事業所は、多くが不採算で、赤字に苦しんで

いるからであります。 

高い利益を上げているのは、サービス付高齢者住宅などの集合住宅を移動時間

もなく訪問する事業所です。厚労省は、こういった利益率の高い特殊な事業所と

従来型の事業所を混ぜ合わせて訪問介護全体の利益率を評価していました。 

サービス提供の効率が悪い中山間や中川村のような農村地域などで身近な事

業所が地域から消えてしまえば、在宅介護での暮らしは困難になることが目に見

えています。 

中川村議会でも昨年６月議会で介護費の引下げ撤回と報酬引上げの再改定を

早急に行うことを求める陳情書を全会一致で採択、多くの議会とともに意見書を

提出してまいりました。 

介護報酬の改定は３年に１度行われます。住民にとってなくてはならないこの

事業の存続のために、粘り強く声を上げ続けていかなければならないというふう

に考えます。国に対する行政としての対応、考えをお聞きいたします。 

○保健福祉課長  訪問介護サービスは、介護保険制度が始まった頃、多くのヘルバー３級・２級

の資格を持つ方々が事業を開始しました。 

しかし、現在は、国家資格である介護福祉士、もしくは県知事が行う介護員養

成研修の修了者のみが従事することができるサービスとなっています。 

また、サービス提供も介護保険被保険者にとどまらず、障害、母子、病児など

幅広く、重要なサービス提供を担うことが求められています。 

また、介護分野全般にＩＣＴ化も進んでいます。 

このような背景から、訪問介護事業所は、業務負担の増加、離職率の高さもあ

り、全国的に見ると閉鎖する事業所も多くなっているのではと考えております。 

中川村でも、今後の人口減少、とりわけ生産年齢人口の減少は大きく、どの業

種でも人手・人材不足が心配をされております。 

要介護状態になっても住み慣れた地域で暮らすには、訪問介護サービスだけで

はなく、様々な介護サービスの提供が必要となります。介護サービスの持続化を

考える時期が来ていることから、今年度から村の福祉サービスの在り方を考える

協議体を始めたところです。 

○３  番 （中塚礼次郎） 村としても今後の介護サービスについて非常に心配をしておる

ということで、対策としても考えられておるというお答えでありました。 

都市から離れて住宅が点在している農村地域、中山間地域では経営が成り立た

ず、訪問介護事業所が残り１つとなった 277 市町村のうち、営利法人が最後のサー

ビス提供を担っているケースは 32 町村にとどまり、残りの 245 市町村の内訳は、

行政の補助金や委託金がある社会福祉協議会――社協 176、社協以外の社会福祉

法人が 52、医療法人が６、自治体が６、非営利法人が４、農協が１という状況と

なっております。空白地域では保険料を支払っても介護なしという実態が起こっ

ています。 
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こういった危機打開のために、介護給付費の不足分を考慮した緊急支援を実施

している自治体や、事業所を直営する北海道中頓別町は、民間では耐えられない

額の赤字だ、町が事業を救うしかなったといい、2023 年４月、町内の社会福祉法

人から訪問介護とデイサービスの２事業を引き受けて町営をしています。 

また、長野県高山村では、経営難に加え、ヘルパーの募集をするも応募者がな

いなどから、ヘルパー事業を社協が廃止、訪問介護事業がゼロになったとのこと

であります。 

このような中、人手不足などで経営環境が厳しさを増している訪問介護をめぐ

り、政府は事業所への支援を柱とする補助金を新設する方針を 11 月 29 日に閣議

決定しました。今年度の補正予算にそのための財源として 97 億円を計上いたし

ました。 

支援の詳細についての通達はまだだと思いますが、国の支援に加えて、高齢者

と支える家族が安心して暮らせるための訪問介護事業所の存続の支援策が必要

だというふうに考えるわけでありますが、訪問介護事業所の危機打開のための支

援策実施についての考えをお聞きいたします。 

○保健福祉課長  全国の数字となるんですが、自宅で亡くなる高齢者は、2020 年は 18 万人、2040

年は 35 万人と倍増することが予想されています。家族の構成も、今後、核家族、

単身世帯が増加することが予想されています。 

このような状況の中で、介護・福祉サービスの効率性、生産性の向上、また小

規模多機能型、看護多機能型居宅介護のような複合サービスが求められように

なっています。このサービスは、今もやっております通所のサービスとヘルパー

を合わせただとか、ヘルパーと看護を合わせたとか、そのような複合のサービ

スっていうのが求められるようになってきます。 

それで、このように、介護保険事業創設当時とは状況も大きく変わってきてお

ります。今後、保険料を払っても介護なしという事態を起こさないために、介護

保険事業の持続性を村だけでなく事業所の皆さんと一緒に考えてもらうよう、協

議体を今年度から始めております。今年度は、９月と２月に事業所の経営者や責

任者に参加いただき、介護保険事業の持続性について協議をしました。10 月には、

議員の皆様にもお声がけをし、学習会を開催しました。 

協議体開始以降、村内３つの事業所で理事長、経営母体が替わり、事業所の特

徴を生かしながら個々に事業継続を目指して奮闘いただいております。大変感謝

をしているところであります。 

これからも国の補助金や支援策等に目を配りながら、中川村の介護保険事業の

持続性について全事業所の皆様と考え実行をしていきたいと思っております。 

○３  番 （中塚礼次郎） 今、課長のほうから介護事業の存続のために事業所と一緒になっ

ていくという力強いお答えがありましたので、安心したところであります・。 

それでは２本目の質問ですが、「小中高生の自殺最多・自宅や学校以外の居場所

確保を」についてという質問について行います。 
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１月 30 日の新聞報道では、「小中高生の自殺 最多 527 人」「24 年 女子中高

生の増加目立つ」との見出しで、私たちの村では見聞きしたことのない内容であ

りました。 

2024 年の小中高生の自殺者数は暫定値で 527 人、前年比 14 人増となり、統計

のあった 1980 年以降で最多となったことが、１月 29 日、警察庁の自殺統計に基

づく厚生労働省のまとめで分かりました。その中で、女子中高生の増加が目立ち、

新型コロナ禍後も高止まりが見られ、政府は 31 日にこども家庭庁で省庁連絡会

議を開き、対策の状況を確認するとしました。 

これまでの小中高生で最も多かったのは 2022 年の 514 人でした。政府は会見

で「大変重く受け止めている。対策を進め、誰も自殺に追い込まれない社会の実

現を目指す」と述べています。 

小中高生の内訳は、小学生 15 人、２人増、中学生 163 人、10 人増、高校生 349

人、２人増、男女別では男性が 239 人、20 人増、女性が 288 人、34 人増でした。 

女子中学生 99人で 19人増と女子高校生 183人で 17人増の増加幅が大きくなっ

ています。19 歳以下の女性の原因、動機では、病気の悩みや影響などの健康問題

が 190 人、学友との不和などの学校問題が 178 人、親子関係の不和などの家庭問

題 73 人の順に多い結果となっております。 

2024 年の自殺総数は２万 268 人で、1978 年の統計開始以降２番目に少なく、全

体の原因、動機で学校問題は 578 人でした。 

10 代～30 代の青年層の死因は自殺がトップで、こうした状況から 2016 年に自

殺対策基本法が改定され、改正された基本法の特徴は、学校の役割として個人を

尊重し合い、心理的負担を受けた場合の対処の仕方を身につけさせる教育を行う

ことが盛り込まれました。 

厚生労働省の自殺対策白書では、10 代の自殺の原因、動機は、学校でのいじめ

や教員による暴力、ハラスメントなど、学校問題が最多です。そういった意味か

らも、自殺は個人の問題にとどまらず、またその多くが社会構造上の問題とも言

えます。 

子どもたちは、学校では過度な競争で優劣をつけられたり、校則の縛りがあっ

たり、生きづらさを感じているはずであります。 

今、子どもたちには、多様でありのままの自分の存在や価値が尊重され一人一

人が人間として大切にされていることを実感しながら成長できる教育が求めら

れています。 

そこで、小中高生の自殺最多への考え、対策をどのように取られているかを教

育長のほうからお答えをお願いしたい。 

○教 育 長  それでは教育の立場のほうから答弁をさせていただきます。 

今も御指摘がありましたけれども、現在は、子どもも、また大人も、心の問題

を抱えやすい時代になっているというふうに感じているところでございます。 

また、日本の子どもたちについてよく指摘されますのが、他国と比べて自己肯
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定感が低いというようなことも御指摘を受けており、課題となっているとこでご

ざいます。 

今、いろいろな、社会的な状況や学校教育の在り方、そんなことも御指摘があ

りました。 

公表された調査の結果からは、議員の御指摘のとおり、特に女子中高生の増加

幅が大きいということが示されております。原因、動機としても健康問題、学校

問題、家庭問題が多いということでございます。 

ですが、なぜ子どもたちが自殺という行為に至っていくのか、これは、実際の

ところは本人のみが知ることなのかもしれません。 

ただ、家庭や学校、地域、そして行政が一緒になって子どもたちの心の健康が

保てるよう環境づくりに努めていくこと、このことは重要であると、この調査か

らも改めて考えているところでございます。 

特に思春期は心理学でも嵐の思春期とよく言われておりまして、身体の変化と

ともに心の変化があり、不安定な感情や反抗心、怒りや不満が生まれるとともに、

アイデンティティー、自分自身がどうあるべきかというようなことが混乱しやす

くなる時期でもあります。この時期を無事に乗り越えていく指導であったり支援

であったりが必要であると思っております。 

私のつたない経験から申しましても、人の成長、発達っていうのは階段を一歩

ずつ確実に上るようなものではありません。特に思春期については、階段でとど

まったり、そこからまた少し落ちたりっていうようなこともあるやに思っており

ますが、そういう状況をなかなか親御さんには相談できない、できにくい状況も

あろうかというふうに思っております。それは、身近な親御さんには心配をかけ

たくないと、そういう心理が子どもたちに働くために、なかなか親が気づきにく

い、そうなるといろんな立場の大人が関わっていく必要があると思っております。 

また、こうした時期は、しのぐっていうこと、私がいろんな実践の中で思って

いる言葉なんですけれども、この時期を耐えたり、あるいははねのけたりする、

そのために大人の寄り添いが非常に大切であるというふうに感じているところ

でございます。 

学校教育においては、例えば中学校で見てみますと、ＳＯＳの出し方、これも

各学年で保健センターのほうと協力をしながら、スクールカウンセラーも一緒に

お願いをして、子どもたちが勉強するということもしております。 

また、子どもたちの命といいますか、そういうものも性教育の中では大事にし

ていくわけですけれども、中学を巣立つ卒業前に見識のある木島知草先生の授業

を受けるように予算化をして、毎年やっておりますが、これは命の大切さに迫る

指導であるというふうに考えておりますし、毎年位置づけをして子どもたちを送

り出すと、そんなことにも取り組んでおります。 

そのほか、学校生活の満足度や意欲を調べるアンケートＱ―Ｕっていようなテ

ストを年２回予算化して取り組んで子どもたちの実態を見たり、あとは個別懇談
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を行ったり、本年度からは中学には中間教室を設置しまして心の相談員の配置を

したところでございます。そのほか、スクールカウンセラーの相談、ソーシャル

スクールワーカーの支援等々、個々の思いや悩み、実用に合わせた対応を今は

取っている、そんな体制をつくっているところであります。 

さらに個別に対応が必要な場合には、村でいいましたら子育て支援係や関係機

関とも連携をして、厳しい状況になる前に対応ができるようには心がけておると

ころでございます。 

○３  番 （中塚礼次郎） 今、教育長のほうから、学校と教育委員会というか、学校とし

ての取組を具体的にお聞きしました。なかなか触れたくない問題、自殺という言

葉ですので、今までにそんな質問を私もしたこともありませんし、今回も、こう

いうことで、学校としていろんな問題を抱えながら細かい配慮をしておるという

ことをお聞きして、安心しました。 

それで、今、学校側からはお聞きしましたが、中川村は 2025 年から５年間を計

画期間とする村自殺対策基本計画案をまとめて、パブリックコメント――意見公

募を、この間、先月 28 日まで実施をしてきております。村が取り組む誰も自殺に

追い込まれることのない中川村、村自殺対策基本計画案の対策概要についてお聞

きをしたいというふうに思います。 

○保健福祉課長  保健福祉課から今計画の策定を進めています内容について説明をさせていただ

いて、小中高生の自殺対策まで、ちょっと簡単に説明をさせていただきたいと思

います。 

現在、村でも、今年度、第２次となるいのち支える中川村自殺対策基本計画の

策定を進めているところです。 

まず長野県の状況になりますが、平成 29 年から令和３年までの５年間で 20 歳

未満の自殺死亡率が全国２番目に高い県とされ、第４次長野県自殺対策推進計画

では 20 歳未満の自殺ゼロと数値目標が掲げられております。 

それで、幸いなことに村では 20 歳未満の自殺者はいませんが、20～30 歳代の

若者の自殺者数は、過去 15 年間の統計から 21 人中７人と３割を占めており、決

して少なくはありません。 

それで、このような状況から、中川村の自殺対策基本計画では、子ども、若者

をはじめ、高齢者、あと無職者――定職に就いていない方や失業者、あと生活困

窮者を対象にして自殺対策への取組を重点施策として定めています。 

自殺対策における基本方針は、生きることの包括的な支援としての対策の推進

など、６つの方針を定めております。 

中川村における自殺者数の傾向は、平成 21 年をピークに一旦減少しましたが、

令和５年に再び増加し、死亡率は全国を上回っております。 

誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、計画を基に取り組

んでいきたいと思っております。 

また、小中高校生への自殺対策に関しましては、今、教育長の答弁にもありま
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したが、やはり、自殺背景にあるとされる様々な問題、具体的には生活や仕事の

問題、家庭関係の不和、心身面での不調等は、人生の中で誰もが直面する可能性

があります。自殺の発生を防ぐには、このような問題への対処方法や支援に関す

る情報を早い時期から身につけておくことが重要だと考えております。ですので、

小中高生への対策としては、保護者や地域の関係者と連携し、児童生徒自らがＳ

ＯＳを出せるように、そしてＳＯＳを出しやすい環境の整備などを進め、将来的

な自殺リスクの低減を図っていきます。 

具体的には、思春期でメンタル面に不調を来しやすい中学生を対象に、スクー

ルカウンセラーや養護教諭と連携して悩んだときは一人で抱え込まず相談する

大切さを学ぶ教育をしています。 

また、ゲートキーパー、これは悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて

必要な支援につなげることができる人になります。これの養成講座を開催、また、

いじめやヤングケアラーなど、自殺のリスクにつながりかねない状況の把握、地

域の支援情報を掲載したリーフレットを学校や図書館、文化センターに配置し、

相談先の情報周知を図っていきたいと思っております。 

○３  番 （中塚礼次郎） 対策の基本計画案という形で今取り組まれておるということで、

また具体的には議会のほうへも示されるかと思います。 

それでは、2024 年の統計の暫定値では、特に中高生の女性が今までになく増え

たということで、新型コロナ禍が収まって学校に行かなければとのプレッシャー

や、多くの悩みを抱えているのではないかというふうに思います。 

自宅や学校だけでなく、第三の居場所やつながりがあれば大分違うんではない

かと、子どもたちからＳＯＳを出せるような教育をする学校面での対策も重要で

すが、保護者や学校関係者ら、身近な人が余裕を持って接することができなく

なっているため、大人も含めた幅広い支援を長期的な視野に立って進めるべきだ

というふうに言われています。 

自宅や学校以外の居場所が必要だというふうに考えます。居場所確保について

村の考えをお聞きしたいというふうに思います。 

○保健福祉課長  今年度開催をしてきました子ども・子育て支援会議や子育て支援に関わる事業

者との意見交換会などを開催する中で、子どもの居場所は大切だと共通認識をし

ております。 

現在、村内には、こども食堂やフリスクール、多世代が利用できる居場所が幾

つかあります。また、放課後児童クラブや放課後子ども教室、図書館や文化セン

ターも放課後の子どもたちの居場所となっております。 

子どもの居場所づくりに関して重要なことは、様々なニーズや特性を持つ子ど

も、若者がおのおののニーズに応じた居場所を持てることです。このことから、

居場所は幾つあってもよく、子どもたちが行きたい場所を選んで行くことができ

るよう整備していく必要があります。 

また、大人との信頼関係に基づき悩みを抱える子どもが気軽に相談できたり、
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自分の将来のことを考えたりすることができる体制、様々な人とのつながりをつ

くっていくことも大切になります。子どもを含め、多世代が利用できる居場所で

あれば、相談したりされたりみんなで支え合う居場所になっていきます。 

昨年度から子どもの居場所づくりの意見交換会やワークショップなどを開催

し、意見を聞いたりしてネットワークづくりを進めています。子どもたちからも

意見を聞きながら、これからも居場所づくりを進めていきたいと思います。 

また、既存の居場所が長く維持されるよう、運営する民間事業者への支援も検

討していきたいと考えております。 

○３  番 （中塚礼次郎） 子どもの居場所づくりのことについては、今、課長のほうから

取り組んでいく内容がありましたが、学校以外にそういう場所を求めておる子ど

もたちがおるというふうに思います。それで、小中一貫の学校ができたときに学

校のところにそういう居場所をつくるっていうのは、やっぱり学校っていうのに

引っかかるっていうことが私もちょっと気になりますので、慎重に居場所という

ものを考えていくべきじゃないかなというふうに私は思います。 

私の質問は以上で終わります。 

○議  長  これで中塚礼次郎議員の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩とします。再開は午後１時 10 分とします。 

［午前１１時４３分 休憩］ 

［午後 １時１０分 再開］ 

○議  長  会議を再開しますが、桂川雅信議員が体調不良のため午後は欠席となります。 

それでは休憩前に引き続き一般質問を行います。 

２番 松村利宏議員。 

○２  番 （松村 利宏） 今年１月 20 日にアメリカではトランプ大統領が再登場し、各国

が翻弄されています。40 年間、安全保障に携わってきた者として、国際情勢につ

いて俯瞰したいというふうに思います。 

２月７日、石破総理がトランプ大統領との会談に臨み、自由で開かれたインド

太平洋を堅持するとともに、暴力の続く混乱した世界に平和と繁栄をもたらす日

米関係の新たな黄金時代を追求する決意が確認されました。 

２月 13 日はインド、モディ首相がトランプ大統領との会談に臨み、インド太平

洋方面におけるＱＵＡＤ――日米豪印４か国戦略対応の意義について一致した

認識が示されました。 

この結果は、トランプ大統領はインド太平洋重視の姿勢が揺らいでいないとい

う事実を示しているというふうに思われます。 

イスラエル・ハマス紛争、ロシア・ウクライナ戦争の早期停戦を説くトランプ

大統領は、アメリカは今までヨーロッパ、中東、アジアと３正面の安全保障に関

与してきましたが、これからは最小限にしか関与しないという考えであると、こ

う考えるのが妥当だというふうに思われます。各国は、第二次世界大戦後、アメ

リカが何をしてくれるかと考えてきた習性をただすことが迫られています。 
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日本では安全保障についてアメリカに依存してきましたが、自らの国は自ら守

ることを真剣に考えなければならないということが求められることになるかと

思います。国民は、安全保障について、日本周辺の国際情勢を考え、我が事とし

て捉えることが必要ではないかというふうに思います。 

では、一般質問に入ります。 

防災・減災、ＤＸの活用ということで行います。 

2024 年９月 21 日、台風 14 号から変わった温帯低気圧及び活発な秋雨前線や線

状降水帯などの影響で石川県の奥能登地方――輪島市、珠洲市、能登町を中心に

記録的な豪雨となりました。気象庁は、2024 年９月 21 日午前 10 時 50 分、石川

県の輪島市、珠洲市、能登町に大雨特別警報を発表しましたが、奥能登地方を中

心に河川の氾濫、土砂災害が多発し、15 人が亡くなりました。奥能登地方は活発

な秋雨前線の影響で大雨となっており、輪島市では１時間に 121mm の猛烈な雨、

観測史上最大が降り、３時間雨量 222mm を記録しました。 

日本における中小河川、側溝は、一般的に１時間 50mm 程度の降雨量であふれる

設計となっています。 

昨年は全国で道路が川となっている映像が多数ありました。これは皆さんも各

ニュース等で見られたかというふうに思います。 

輪島市では１時間雨量 121mm、３時間雨量 222 ㎜などで中小河川、側溝は最初

の１時間であふれていることになり、さらにその後２時間はあふれた状況が継続

しています。 

2024 年 11 月２日には、台風から変わった低気圧、前線の影響により長崎県、

愛媛県では１時間に 102mm の猛烈な雨が降り、11 月の記録的大雨となりました。

長野県も１時間に 40mm の猛烈な雨が降りました。 

昨年の日本の気象状況を見ていると、春と秋が非常に短くなり、夏と冬が長く

なると思います。夏が長くなると、線状降水帯の発生回数が増加するとともに、

全国各地で発生するというふうに思われます。 

そこで１問目ですが、１時間雨量 121mm、３時間雨量 222mm による被害につい

てどのように分析をされていますか。 

○総務課長  総務課のほうからお答えをいたします。 

１時間に 100mm を超える雨になると、外は出歩けません。また、車での移動も

困難になります。建物の外に出るのが危険だと判断される雨量です。中川村では、

ここまでの雨量は経験したことがないというふうに思われます。 

近接の気象台の観測点にある飯島の記録で申しますと、１時間最大雨量が 1998

年９月に観測した 51mm、24 時間最大雨量が 1983 年９月に観測した 334mm が最大

値となっています。 

また、ここ 10 年の中川村の観測点で記録した雨量で申しますと、１時間の最大

雨量は昨年８月になりますが 46mm、24 時間最大雨量が 2023 年６月に 208.5mm と

なります。 
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１時間最大雨量としては３倍の降雨量となりますので、相当の被害が出るとい

うことが想像されます。 

○２  番 （松村 利宏） 今答弁いただいたとおり、中川村ではまだ経験したことがない

雨量なわけですけれども、非常に大きな被害が出るということは、私もそのよう

に思います。 

やはり、これからは、こういうような雨量、雨が降るというのも想定の上で考

えておくことが必要だと思いますので、その辺、よろしくお願いいたします。 

２問目に行きます。 

２階に避難した方の家が流され、お亡くなりになりました。これは、皆さん、

災害が起きた後、映像で川の流れを見られたとは思うんですけれども、なかなか

想像しにくいような、一気に、もう家が流されているということだと思います。

周りの人が気がついたときには、もう助けようがないという状況であったという

ふうに思われます。 

避難の仕方、ハザードマップ、地区防災マップについてどのように考えていま

すか。 

○総務課長  豪雨時の土砂災害及び浸水被害が想定される場合、何よりも御自身が今どこに

いるかを把握することが重要になります。 

自宅が浸水想定区域に指定されている場合ですとか土砂災害警戒区域に指定

されている場合では、警戒レベルにより、いち早く御自身、また家族の安全が確

保できる避難場所へ避難をお願いしています。 

しかし、全ての方が避難所等へ避難するのが最善とは限りません。自宅が堅牢

――丈夫で安全な場所に立地する場合は自学避難が適切な場合もあります。それ

を御判断いただくためのツールとして、ハザードマップ、また地区防災マップを

活用していただいている状況です。 

○２  番 （松村 利宏） それぞれのハザードマップ、地区防災マップっていうのは、住

民の方がそれぞれ認識をされつつあると思うんですが、地区防災マップについて

は、さらにハザードマップからかみ砕いて、それぞれ避難されるところ、もしく

はその地区に住まわれている方それぞれがどのような災害に遭遇される可能性

があるかというところまでかみ砕いてやっておりますので、その辺のところをも

う一回しっかりと徹底していただければというふうに思います。 

次、３問目に行きます。 

ハザードマップは、昨年、見直しが行われましたが、中川村において変更になっ

た箇所はどのようなところがあるのか、それから変更になった地区への周知はど

のように徹底されたのか、お聞きします。 

○総務課長  主に変更になった箇所につきましては、長野県が実施した中小河川における洪

水浸水想定区域の設定及び土砂災害警戒区域の一部見直しの箇所になります。 

中小河川につきましては、子生沢川、手取沢川、大谷沢川、矢村沢川、日向沢

川、前沢川、保谷沢川になります。 
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これからの配布になりますが、ハザードマップに併せまして関係地区の皆さん

には周知を図っていくという予定でございます。 

○２  番 （松村 利宏） 今、長野県からの中小河川のところですけれども、これは三六

災害でほとんど災害が発生しているというところと認識しております。 

これは、まさに、先ほどありました地区防災マップのところでも、しっかりと

地区ごとにやっているわけですけれども、ここのところについて、もう一回、地

区防災マップの見直しとか、そういうところをしっかりと図っていく必要がある

だろうというふうに思いますんで、そこら辺のところも含めて今後検討していた

だければというふうに思います。 

次に参ります。 

地区防災マップは令和６年度末で 27 地区のうち 16 地区の作成を終了しており、

残り 11 地区となっており、さらに、これは村として作成を継続するということを

確認しております。 

地区防災組織が地区防災マップに基づき防災、減災を図ることが必要であり、

地区防災マップを生かすことが重要だと考えます。このため、防災士を活用し、

毎年、数年で人員が替わる地区、防災組織の運用を強化することを提案します。 

先般の総代会のところで防災、減災について飯田市から講師を招いてしっかり

と検証もしくは教育をされたということは確認しております。そういう視点も含

めて、どうでしょう、確認いただければというふうに思います。 

○総務課長  地区防災マップの作成につきましては、令和元年度より地区の皆様の御協力を

いただきながら作成をしてまいっております。今年度は小和田・竹ノ上地区のほ

うで作成を行っております。 

また、防災士につきましては、村の補助制度を活用いただき、現在 25 人の方が

取得をされております。また、年度末までに新たに２人の方が取得の予定でござ

いますので、合計で 27 人になる予定でございます。 

それぞれ、様々な立場で資格のほうを取得されておりますので、各地区、全て

に現在の皆さんを配置というところは難しいとは思いますが、議員の御指摘のと

おり、防災士の皆さんにも地域防災力の向上のために御活躍をいただく機会とし

まして、今後の地区防災マップの作成ですとか見直しの機会に参加できるような

体制づくりの検討をしていきたいというふうに考えております。 

○２  番 （松村 利宏） 私のほうも防災士を持っておりますので、近隣の地区と併せて、

しっかりと携わっていきたいというふうに思っております。 

できれば、この間やりました飯田市の防災の方に来ていただいて、具体的に住

民の方にしっかりと学んでいただくということが大事だと思いますので、そうい

うことも進めていきたいというふうに思っております。 

次に参ります。 

令和２年７月豪雨により美里地区、谷田川で土石流が発生したため、長野県が

災害直後の令和２年度から砂防堰堤２期の工事に着手し、令和６年 10 月に完成
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しました。設置された砂防堰堤は、スリットにより水、土を下流に流すことがで

きるが、流木、石など 9,500 ㎥の流出を食い止めるよう設計しています。 

中川村には小河川の流域に家屋が多数あり、１時間当たりの降雨量の増加に対

応するため、スリット方式の砂防堰堤を設置することが必要だと考えます。 

小和田地区では、小河川の上流で土砂崩れが発生しており、土石流の可能性が

高まっています。 

中川村はハザードマップにおいて危険地域が非常に多いと言えます。このよう

な状況を改善するための施策についてお聞きします。 

○建設環境課長  砂防堰堤の関係でありますので、私のほうから答弁をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

まず改善の施策につきましてですが、土石流の可能性のある河川周辺の整備促

進のため、村では長野県森林づくり県民税を活用しまして河川周辺において河畔

林森林整備を進めているという状況であります。令和２年度は小和田地区の坊ヶ

沢川、令和５年及び６年度は同じく小和田地区の洞ヶ沢川のそれぞれの河川にお

いて実施をしているという状況です。 

これは、洪水流下の阻害や下流の橋梁に引っかかることで氾濫の原因となるた

め、河川管理者の責務として河川内及び河川保全区域内の立木伐採を行うもので

あります。これにより景観の向上や野生動物の出没の抑制などの効果も併せて期

待されるということであります。 

次に、災害抑制の観点で最も効果があるのは砂防堰堤の設置となります。近年

は、スリット――切れ込みですが、こちらの入った堰堤が多く設置され、その中

でも透過型はスリット部分に鋼製の支柱が設置され、渓流の流れを遮ることなく、

平常時には土砂を流出させる一方、豪雨時は土石流や洪水中の土砂の流出を抑制

し、流れを阻害する流木などを捉えることが可能であるということであります。 

村内の多くの危険河川の解消を目的に砂防堰堤設置事業が進んでいるという

状況です。 

県においては中組地区のうさぎ沢支流において事業が計画されております。令

和６年度は設計及び地質調査が行われ、次年度以降、工事の進捗が図られること

となります。 

小和田地区への砂防堰堤に関しましては、村でも地区から要望をいただいてい

るということでありますから、県へ洞ヶ沢川への設置要望を行ってまいりました。

村の想定といたしましては、中組に引き続きまして、小和田地区におきましても

砂防事業を行っていただきますよう、引き続き県に対して要望を行っていきたい

というふうに思います。 

○２  番 （松村 利宏） 今、２点、大きく回答いただきました。 

河川の近傍の森林のところは、確かに流木が流れてくると非常に大災害になる

可能性があるんで、その辺をしっかりとやっていただくということは、非常に、

継続していただいていますから、いいことだというふうに思います。 
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ただし、郡境を一にする前沢川、保谷沢川等のところは全くひどい状況です、

私も何回も入っていますが。その辺については、１級河川っていうこともありま

すので、県の事業になるはずです。その辺のところをしっかりと、まず踏破して

もらって、見ていただいて、県からも来ていただいて、見ていただいて、上下伊

那、両方から来ていただく必要があると思います。その辺のところもまず検証し

ていただいて進めていただければというふうに思います。 

それから、小和田地区の砂防堰堤については、また要望していただくというこ

とですので、しっかりと地域の声も聞いてお願いしていただければというふうに

思います。 

次に参ります。 

三六災害において四徳地区が非常に甚大な被害を受けたわけですけれども、御

存じのとおり、四徳地区から全ての方が移住をされたということになります。今

回、奥能登地方で発生した災害は、四徳地域と同様だといいます。 

安心・安全に生活できる村をつくるために後期基本計画にどのように反映する

というふうに考えていますか。 

○総務課長  三六災害以降、中川村は集団避難を必要とする大災害は経験をしておりません。 

近年、激甚化する豪雨災害や近く発生すると言われている南海トラフ地震など、

大災害はいつ起きるか分かりません。 

中川村では、後期基本計画の中で豪際、減災の推進を掲げ、地域防災力を基盤

とした災害に強い村を目指すとしています。 

主な施策としましては、防災士の育成や各地区防災組織への支援を実施し、地

区防災マップの作製など、特に地域防災力の底上げを図っていくとしています。 

また、避難行動要支援者の把握のため、災害時に近隣住民同士が連携して避難

できる体制の構築など、ソフト対策はもとより、災害時に確実に避難情報等を住

民に届けるため防災行政無線の難聴地域への情報伝達の確立、また緊急情報配信

サービス等を活用した情報伝達の多重化の推進に努めていきます。 

ハード対策としましては、災害の危険がある箇所の把握務め、災害発生が危惧

される箇所の防災対策に取り組むとともに、先ほど申しましたとおり、防災事業

など、必要に応じて国や県に要望を行い、連携して防災対策を実施していくこと

になります。 

○２  番 （松村 利宏） 事細かくしっかりと計画されたというふうに認識をしておりま

すので、これから、令和７年度から後期計画が実際に開始されておきますので、

やはり毎年実行していくということが大事だと思いますんで、計画倒れにならな

いように、しっかりと実行していただけるようにお願いしたいというふうに思い

ます。 

次に参ります。 

2024 年 10 月、アメリカ・フロリダに上陸したハリケーンでは３時間で 400mm

の降雨があり、大きな被害を及ぼしました。アメリカでは米連邦緊急事態管理庁
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――ＦＥＭＡが自然災害について情報を収集し警報・避難発令をすることにより

災害を最小限にしていますが、それでも災害の規模が拡大しているため、難しい

状況が生起しています。 

私も、30 年前ですかね、ＦＥＭＡで研修する機会があったんで、現地に行って

いろいろ見せていただいてきました。当時は、あんまり、ハリケーンとか、そん

なに対して大きなものはなかったといっても、しっかりといろいろ連携しながら

やっているということを確認してきております。 

日本においては、気象庁、国土交通省が連携し、情報収集、警報を発令してい

ますが、避難等の最終判断は首長になります。首長の判断は今後さらに難しくな

りますが、どのように考えていますか。非常に降雨の量が多くなったり、１時間

雨量が多くなったり、そういうことがあるかと思いますが、どうでしょうか。 

○村  長  その前に、お答えをする前に、まず自分の感想です。 

８年前に村長に就任をいたしました。その３年前はうちで農業をやっておりま

して、何もしていなかったんですが、そのまた３年前、ですから就任６年前の３

年間は総務課長をさせていただいておりましたので、その当時と村長になった

ばっかりのときとちょっと比べて見ましたら、何しろ、警戒本部、土砂災害、あ

るいは洪水等の警戒本部を毎年のように立ち上げるようになってきたのが、もう

８年前からです。ここ最近はあまりそういうことがありませんけれども、極端に

増えたという感想を持っております。 

さて、お尋ねの件でありますけれども、降雨時の気象情報につきましては、そ

の都度、長野地方気象台から情報提供がございます。その情報を基に発表される

警戒レベルに応じまして、降雨状況や河川の水位情報、様々な状況から判断して

避難情報を村長が発令するということになっております。 

その際でありますが、気象台ですとか天竜川上流河川事務所、天竜川ダム統合

管理事務所と――各所長さんでありますけれども――ホットラインをつないで

おりまして、今後の気象状況の変化や水位情報の変化など、細やかな情報やアド

バイスをいただける体制にございます。 

最終的には村長の判断になりますが、ずっと言われておることは、研修等で言

われることは、何もなかったからよかったんであるけれども、空振りを恐れるな

と、恐れず適切な避難情報の発令をせえということを常に言われておりますので、

判断の根拠は、ホットラインでつないだところも心強いところがございますので、

そういった情報を基にして、いつの段階で避難情報を出すかっていうのは、もう

私も命令いかんではございますけれども、恐れない早めの情報を出していく、そ

ういうことを心がけたいと思っております。 

○２  番 （松村 利宏） 今答弁いただきましたが、空振りを恐れないっていうことが極

めて大事だと思います。その辺のところをしっかりとやっていただくことはいい

かというふうに思います。 

ただし、昨年の奥能登で起きました１時間に 121mm、こういう降雨量が来ると、
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あっという間に増水して、土砂災害を含めて時間的余裕がないと、あれが夜間だ

ともっと大変なことになっているわけで、昼間だからああいう格好で収まったっ

ていうもの一個あるかと思うんで、その辺のところもしっかりと頭に入れて、さ

らに詰めていただければというふうに思います。 

それから、今は携帯のところの天気予報の情報で、６時間以内であればほぼ、

雨雲レーダーで、例えば中川村の情報っていうのは誰でも入手できます。私は必

ずそれを見て、いろいろ、どこか入れて、災害がどんなになるかと予想しながら

やっています。 

それで、その辺のところは、村民の方は、なかなか全員が――知っている方は

知っているんですけれども、雨雲レーダーはきわめて正確なんで、その辺のとこ

ろも周知徹底をしていただければというふうに思います。 

行楽に行かれるときでも、ほとんどが当たりますので、それで、例えばここか

ら愛知県へ潮干狩りに行くとか、潮干狩りで蒲郡に行かれるとしたら、蒲郡の地

名を入れたら、それもほぼ正確です。ただし、１日後とか、それはちょっと置い

ておいて、６時間以内ぐらいであれば正確ですので、そういう視点で活用してい

ただければと、日頃から活用していただければ非常に役立つのではないかという

ふうに思います。 

次に参ります。 

2024 年１月１日に発生した能登半島地震では、輪島市、珠洲市などに甚大な被

害が発生し、多くの方が亡くなりました。特に家屋の倒壊、火災による被害が深

刻でした。 

熊本地震における建築物被害の原因分析を行う委員会の報告書では、大破、倒

壊、崩壊した木造建物の割合は、2000 年以降に建設した建物が約６％、1981 年～

2000 年に建設した建物が約 18.4％であり、被害の抑制に向けた取組が必要だと

考えます。 

地震による被害を最小限に抑え、住民の生命と財産を保護するため、旧耐震基

準建物の耐震化の一層の促進、寝室に倒れやすい家具などを置くことは危険であ

るため、どうしても置かなければならない場合は転倒防止金具で固定する、地震

によって一旦ストップした送電が再開されるときに発生する通電火災を出さな

いため通電ブレーカーを取り付ける、このようなことがそれぞれの教訓です。 

これは総務課でしっかりと住民のほうに毎回言っていることだと思うんです

が、やはり、そうはいっても、住民がこれをやらないことには、実行しないこと

には全然駄目ですので、住民に丁寧に説明し、実行することが必要だと考えます

が、いかがでしょうか。 

○建設環境課長  私のほうから①の耐震基準のことについてお話をさせていただければというふ

うに思います。 

耐震基準を定めます建築基準法につきましては、国民の生命、健康及び財産の

保護を図ることを目的とした最低限の基準とされております。 
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旧耐震基準は、新耐震基準が施行された昭和 56 年６月１日以前の基準のこと

です。 

新基準になっても平成 12 年の 2000 年基準といわれる改正が行われ、現行の基

準が運用されているという状況であります。 

昭和 56 年以前の旧耐震基準による建築された住宅につきましては、村では耐

震化を進めるための無料診断を実施しており、昨年１月の能登半島地震を契機に

多くの皆さんからの要望を受け、実施してまいりました。具体的には 20 件以上の

申請をいただいて調査を行ったという状況です。 

また、この結果に基づく耐震改修を促し、安心して暮らしていける取組を進め

ているという状況であります。 

旧耐震基準の建物にお住いの皆さんには耐震診断が該当する旨の通知をし、広

報を通じて周知を図るなどしてきました。 

引き続き啓発に努め、生命、健康及び財産の保護を図る取組を進めていきたい

というふうに考えております。 

○総務課長  ２番３番の関連の部分を総務課のほうでお答えいたします。 

能登半島地震において亡くなられた災害関連死を除く 228 名のうち、４割の方

が圧死、２割の方が窒息、呼吸不全が死因となっています。これは亡くなられた

方の多くが倒壊した建物の下敷きなど建物の中で亡くなったことを示します。 

また、地震時の災害発生の原因として通電による火災が挙げられています。 

大地震の際には、身を守る手段として、まずは住宅の耐震化の必要性を御理解

いただき、意識の向上を図ることが重要であります。あわせて、耐震化に係る補

助制度等の活用を促進していきます。 

耐震改修の有無に関わらず、日頃から災害への備えとして、御指摘の感震ブ

レーカーの設置や家具の転倒防止、ガラスの飛散防止など、震災時の死因リスク

を軽減させる器具を設置したり、寝室の手の届くところに懐中電灯を置くなど、

すぐに避難できる態勢が確保できるように備えたりするなど、防災、減災に関す

る周知を防災訓練ですとか地区防災マップ作り等々の場でお知らせしていくこ

とが重要というふうに考えております。 

○２  番 （松村 利宏） 昨年の能登半島地震で、家屋のところの、あれですね、耐震の

ところのしっかりと調査をされているということですので、非常に安心をしてお

ります。 

それで、これも、調査しただけじゃなくて、実際に危ないところはしっかりと

直していくということが大事です。特に御高齢の方しかおられないようなところ

についてどうするかっていうのは、やっぱり大事になってくると思いますので、

その辺のところも一歩進めていただければというふうに思います。 

それから、寝室には、基本的には倒れるようなものを置かないっていうのが原

則だと思いますんで、その辺、どうしても置かなけりゃいけないっていう方もお

られると思うんですが、例えばタンスなんかは、２段で下ろせるんだったら下ろ
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してしまって、ちょっとスペースを取りますけど、高くならないようにしておく

ということが大事だと思います。 

私も、寝ているところに、はたと気がついたら、そうですね、もう倒れたら、

必ずそこに倒れてくるようなたんすがあったんで、ちょうど取り外しができたん

で、２つにして下ろすことによって全然問題ない、倒れても大丈夫だという体制

になっていますんで、そういう工夫、必ずストッパーをしなきゃいけないってい

うことよりも、そういうふうに工夫されたほうがいいかと思いますんで、そうい

うのもしっかりと、また教えていっていただければというふうに思います。 

次に参ります。 

総務省が公表した 2024 年版情報通信白書において、能登半島地震では交流サ

イト――ＳＮＳを利用者の 42.7％が「真偽不明な情報を見た」と回答し、うち

25.5％がその情報を拡散した。 

災害時の偽情報拡散は災害時に混乱を招くとして問題視されています。具体的

には、個人で支援を募る投稿、異なる災害の画像を添付して災害状況を報告する

投稿、他の人に役立つと思った、人に注目してもらえる、情報は間違っている可

能性があると注意喚起しようと思ったなどがあります。情報を受ける側のリテラ

シー――知識とか判断力の向上が重要だと考えます。 

能登半島地震での情報通信インフラ被害は、固定電話で最大約 7,800 回線に被

害が発生し、最大 839 の携帯電話基地局の機能が停止しました。 

生成ＡＩの利用状況は、米国で 46.3％、ドイツで 34.6％、日本では 9.1％であ

り、今後の利用に前向きな人は７割程度おり、潜在的ニーズが高いと考えられま

す。 

村は、ＬＩＮＥ、それからホームページにチャットボットを導入し、村への質

問にＡＩが回答するシステムを１月 30 日から開始しています。このシステムは、

365 日 24 時間使用可能で、業務の効率化が期待されます。当然、個人情報は使用

できないということになっています。 

私も何回か使ってみましたが、村のホームページを開いて、ぱっと見ると、そ

こに入っていますんで、あとは質問項目を入れれば回答が出てくるということで、

非常に使いやすいシステムになっているというふうに思います。 

そこで、導入してから１か月が経過しましたが、使用実態についてお聞きしま

す。 

○地域政策課長  ただいまのＡＩチャットボットの関係と導入してからの使用状況についてお答

えさせていただきます。 

まず、今回導入しましたＡＩチャットボットについては、よくある質問と、そ

れに対する回答をあらかじめシステムに登録し、利用者が質問をすると、その言

葉のニュアンスであったり意味合いであったりをＡＩが解析して、登録データと

比較することで最も近い質問の回答を表示するものとなっております。 

生成ＡＩ型のように事前に登録していない質問に対しての回答を新たに生成
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する機能はありません。 

ＡＩチャットボットの利用についてですが、現在、約１か月を経過しまして、

およそ 650 件のアクセスがあった状況であります。 

現段階では、まだ回答精度が低い分野もありますので、利用者が求める質問に

対してより適切に回答ができるよう、順次登録回答数を増やしていくとともに、

学習精度を向上させるため調整を行っていく考えであります。 

○２  番 （松村 利宏） やはり回答の内容、深さ、どのぐらい広げるかっていう話と、

それから項目もできるだけ増やしていただければありがたいというふうに思い

ます。 

住民から見たら、いろんなところで 24 時間調べたりできるんで、非常にありが

たいシステムだというふうに思います。 

もう一つは、職員から見ても非常に助かるんじゃないかというふうな感じはし

ています。 

そういう観点で、これをしっかり広めていっていただいて、なかなか中川村は、

非常に分かりやすいし、いいシステムがあるというふうになっていただければい

いんじゃないかというふうに思いますんで、よろしくお願いいたします。 

次に参りますが、ＤＸの時代となり、これは、今、国内、海外から偽情報がた

くさん入ってきて、犯罪に巻き込まれる若者がめちゃくちゃ増えています。 

この間、カンボジアでは高校生がそこにしっかり入っていたということが明ら

かになりました。いろんなゲームをやっていて、そこから誘われたということだ

と思いますが。 

これは、ＡＩの利用拡大を図るとともに、情報リテラシー向上について行政、

学校教育で推進することが必要だというふうに思います。 

村民に対する情報リテラシー教育、これも重要だと思います。当然、この前提

として、偽情報に対しては国がしっかりと止めないというのはありますけれども、

受け取る側は、今は携帯でもうどんどん一方的に入ってきてしまうんで、見なけ

れば大丈夫なんですけれども、アクセスすれば見られちゃいますんで、そういう

視点も含めてお聞きします。 

○地域政策課長  中川村では、令和４年度から近隣の携帯ショップとの連携や国の事業を活用し

ましてスマホ教室を開催しております。その中で、スマートフォンの基本的な操

作方法のほかに、安心・安全にインターネット、ＳＮＳ等を利用するための基礎

知識や心構えについても講習を行っております。 

また、定期的に実施しております個別のお悩み相談会や地域包括支援センター

で実施しているスマホを楽しむ座談会などでも住民の方が実際に詐欺等に遭い

そうになった事例共有や対応についての基礎知識を含めているところでありま

す。 

課題としては参加者が固定されていることが挙げられ、参加者は主に高齢者の

方が中心となっておりますが、今後は、より地域全体で情報リテラシーを高めて

- 83 - 

いくための仕組みについて町内外の関係者を交えて検討していく必要があると

考えております。 

○２  番 （松村 利宏） ここでちょっと質問していますが、学校教育のほうではどのよ

うに考えておられるか、簡単で結構ですんで、よろしくお願いします。 

○教 育 長  情報リテラシーについては、昨今の状況も踏まえて、大変重要な課題だと思っ

ております。 

学校教育のほうも１人１端末ということでＩＣＴの活用は進んでいるんです

けれども、今は個別に学習できるソフトを導入して学べるようにはしているんで

すが、どうもそれではまだまだ弱いかなということを感じているところでありま

す。 

体系的に情報リテラシー教育を位置づけていくためには、まだ検討が必要だと

思っておりますので、また担当のほうともそちらの整備を進めていくという、そ

のことが課題かなというふうに今は思っているところです。 

○２  番 （松村 利宏） 非常に難しい問題とは思うんですけれども、学校教育のほうで

もしっかりとまた取り組んでいただければというふうに思います。 

カンボジアの事案をニュースで見ていますと、日本人は非常に従順なんで誘い

やすいということがずっと取り上げられています。 

ということは、学校教育から、やはり疑問を持たせると、要するにこれは何で

こういうことをやらなきゃいけないんだ、これだったらおかしいんじゃないかと

いうことを、しっかり――日本人は案外そういうところが欠けているかなと、案

外、外国人の方と話すと、皆さん、何でそうなんだと、これは違うんじゃないか

とけんけんがくがくの議論が幅広くいろんな次元で出てくるかというふうに思

います。そういう視点の教育、捉え方っていうのも一つ重要かと思います。 

素直にやるっていうのも極めて重要なんですけれども、これだけインターネッ

トで全部世界が一つにつながってしまうという状況になったときは、そういう視

点での捉え方をやっぱりやっていく必要があるかというふうに思いますんで、そ

ういうことも捉えながら、特に学校教育が大事かというふうに思いますんで、そ

ういう視点で、中川村のところで、また――そればっかり誇張するとおかしくな

りますんで、やはり素直さっていうのは大事だと思いますけれども、そういうこ

とも踏まえてやっていただければというふうに思います。 

次に参ります。 

政府は、２月７日、災害時に災害復旧作業の役割分担などを定めた道路啓開計

画対象道路で災害発生直後から国が瓦礫の撤去や段差の穴埋めを代行できるよ

うに変更しました。これまでは自治体の承認などに数日を要していたが省略でき、

道の駅は災害時に管理を国に移せるように見直し、駐車場を資材置場や応援・活

動拠点として柔軟に運用できます。 

技術者が不足する小規模自治体が管理する道路は都道府県や周辺市町村が点

検できる特例制度を導入するということになっています。 
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村は国道、県道で災害が発生したら擁壁やのり面の撤去、改修を行ってきまし

た。さらに、村道、林道はのり面崩壊により通行が数年できないということが発

生しました。上記制度を有効に活用することが必要だというふうに考えます。 

日頃から国、県、近隣市町村と連携することが必要だと考えます。 

特に、昨年１月１日に発生した能登半島地震では、道路はそんなに数がない中

で陥没しており、道路の側道のところの啓開にはなかなか手がつけられなかった

というのが一つあるかというふうに思います。多分これでこのように整備を今考

えているんだろうというふうに思いますんで、そういう視点でお聞きします。 

○建設環境課長  昨年１月に発生しました令和６年能登半島地震におきましては、発生時に道路

啓開の強化や平時からの防災拠点の整備、トイレコンテナ等の配備の充実の重要

性が明らかになった。ここら辺は議員のおっしゃるとおりの内容であるというふ

うに思います。 

このような中、国においては道路法等の一部を改正する法律案を２月７日に閣

議決定し、安全かつ円滑な道路交通の確保と道路分野の脱炭素可能指針に向けた

取組を進めるという流れになっております。 

先ほどお話のありました道路啓開についてであります。こちらは災害時の緊急

復旧のことでありまして、緊急車両等の通行のため早急に最低限の瓦礫処理を行

い、簡易な段差修理によりまして救援ルートを開けることであります。こちらは

議員のおっしゃったとおりであり、なおかつ能登半島地震において非常に大きな

問題となったという部分だというふうに認識をしております。 

これらのような経緯を経ての国の法の整備につきましては、国を中心としまし

た非常に大きな流れの中で、国、県、市町村のそれぞれの管理する部分におきま

して一体的に災害に対応するためのものというふうに認識をしております。 

今後、県を通じまして具体的な運用方法や指示があるというふうに思いますの

で、最適な運用が図られるように対応をしていきたいというふうに考えておりま

す。 

具体的な村管理部分の災害対応につきましては、ふだんから国、県及び近隣市

町村のそれぞれの機関と意思疎通を図りながら、適時情報交換を行い、いざとい

うときに相互に頼れる機関として連携を密にしていきたいというふうに考えて

おります。 

○２  番 （松村 利宏） 能登半島地震では、中川村からも向こうに行政のほうで支援に

３回ほど行かれているんですかね、２回かな、行かれていますんで、その辺のと

ころで全国の市町村との関わりっていうか、交わりっていうのが徐々にできてい

るかと思います。 

ですが、どうしても小さな自治体ですと、村ですと、人材をなかなか確保する

ことが難しいかというふうに思いますので、日頃からの、近隣市町村、もしくは

県のそういう技術者との連携っていうのも非常に大事だと思いますんで、その辺

を確保しておくと――確保っていうか、連携して、いざというときにはお互いに
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来て支援していただけるという体制が大事だと思いますので、そういう視点でも

しっかりと連携していただければというふうに思います。 

以上で質問を終わります。 

○議  長  これで松村利宏議員の一般質問を終わります。 

次に６番 山崎啓造議員。 

〇６  番 （山崎 啓造） アメリカ大統領につきましては、村長も本定例会の開会で触れ

ておられました。 

１月 20 日、アメリカにおいてドナルド・トランプ氏が第 47 代大統領に就任し

ました。米国の完全な復活と常識の革命が始まる、今日の今日から我が国は再び

繁栄し、世界中で尊敬されるようになると強調し、全世界からの輸入品に対する

関税強化をはじめ、パリ協定離脱、ＷＨＯ脱退、メキシコ湾をアメリカ湾に改称

等々に関しまして 70 本ほどの大統領令なるものを連発し、自由貿易体制に背を

向け、法の支配や民主主義といった価値を軽視する姿が見て取れます。 

新たな地平線に米国旗を掲げると言っていますが、これはアメリカが問題視し

てきた中国の覇権主義的な手法と全く同じにも見て取れます。 

また、性別は男性と女性しかないという発言もありました。アメリカ自身が構

築してきた戦後の国際秩序はどうなることやら、世界の国々はどのように対応し

ていくのか、彼のような人が政治の実権を握る社会は独裁者の時代ではなかった

か、アメリカの民主主義はそのようなものではなかったはずではないか、様々考

えさせられます。 

さて、国内におきましては、１月 24 日、通常国会が召集され、150 日間の中で

白熱した議論が展開され、来年度の予算案が審議され、少数与党という現実の中

で厳しい政権運営を強いられています。 

ただ、石破総理の言う熟議の国会運営がかいま見えるのも事実であります。与

野党が拮抗することでのなせる業と言えます。主権者である国民にとって望まし

い姿ではあります。 

そのような状況下で、修正予算案が、４日、衆議院を通過いたしました。当初

予算案の修正は 29 年ぶり、減額修正は 70 年ぶりだそうです。 

修正された予算案は参議院で審議されているわけですが、石破総理は高額医療

費制度の自己負担上限引上げの全面凍結を表明しました。高額医療費制度の自己

負担上限額引上げについては、野党のみならず、与党の中からも、特に今年選挙

を控えている参議院の中から懸念の声が上がっていました。少数与党での国政運

営というものをまざまざと見たわけです。 

また、政治と金の問題に対する国民の目線は、いまだ疑惑の域を脱していませ

ん。事務局長は参考人招致に後ろ向きでした。すったもんだした挙げ句、２月 27

日、参考人聴取が行われました。ある新聞記事に参考人招致の収穫はどうだった

かという時期がありました。一旦中止となった資金還流の再開を求めた人物が現

職議員ではないと会計責任者が明言したことぐらいで、裏金事件のけじめをつけ
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たい政党と見せ場をつくりたい野党の思惑が一致したに過ぎないと書いていま

したが、まあ、そのとおりかなというふうに感じた次第であります。 

自分たちがしでかした不始末は自分たちできちんとけじめをつけるのが当た

り前の話です。洗いざらいぶちまけて一から出直す。それから信頼回復に向けて

粉骨砕身頑張る。されば国民も納得するのではないでしょうか。このような状況

が続くのであれば、国民にとっては不幸だと言わざるを得ません。 

また、企業・団体献金の禁止の是非について、与野党は３月末までに結論を得

ることで合意をしています。各党の意見の隔たりが大きいわけですけれども、隔

たりを受け止め、議論を深めて、各党の思惑を優先するのではなく、我々国民が

納得できる政治改革を実現してほしいと思います。このことは、保守、リベラル

を超えて国民の望むところだと思います。 

時代遅れの後期高齢者のたわごとと捉え、聞き流していただき、質問に入りた

いと思います。 

村長は、昨年 10 月 11 日、村長選に向けた某新聞社の取材に「まだ村政の課題

にやり残しがある。今の仕事をきちんと行いつつ、出馬については、どうしてい

くかこれから考える」と答えておられました。 

そして、12 月定例会において出馬を表明され、あと一歩で実現にこぎつけそう

な課題、計画の充実が必要な課題が残っており、最終の課題として取り組みたい

と言っておられます。 

最終の課題という文言に自分は多少違和感を覚えました。なぜなら、人口減少

と少子高齢化が進む中川村において、この自治体を維持、発展させて住民の幸せ

をどのようにして勝ち取るのか、問題は山積しており、村長がリーダーシップを

発揮しながら、みんなが描いた村づくりができたね、そう思える村になったとき、

村長の言う最終の課題という文言が生きてくるのかなと思うからであります。 

それが何年かかろうと、つまり確固たる村づくりを確固不抜の信念で成し遂げ

ていただかなければならないということであります。 

それでは問題に入ります。 

村長年頭の挨拶で 2025 年の重点事業、村政の課題について大きく３点を考え

ているとありました。今回の質問は３点についての質問であります。 

新しい義務教育学校基本計画策定及び建設をはじめ、周辺の土地利用及びチャ

オを中心とする商業施設の魅力創造などを考えて、２年間で土地利用計画を検討

するとのことであります。 

学校関係につきましては逐次情報を頂戴しておりますので、イメージ的な整理

はできておるつもりであります。 

チャオを中心とする商業施設の魅力アップ・創造、これは非常に興味深く、期

待をするものであります。 

過去におきましてもチャオ周辺の活性化という観点から様々な意見や提案が

あり、議会一般質問でも何人かに度々取り上げられてきました。つくっチャオが
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できる以前のことですが、屋台街をつくってにぎわいを取り戻せないか、道の駅

的な施設にして集客できないか、隣地の活用で集客を考えてみてはどうか、専門

会のアドバイスを基に駐車場のイメージを刷新し緑を増やしたスペースにして

みてはどうかなどなど、検討、研究がなされてきたと認識をしております。 

村長の重点事業、商業施設の魅力アップ等を考えてということでありますが、

商工会の一員でもある自分にとりましては、大変興味深く、期待するわけであり

ます。商業施設の魅力アップ・創造ですが、我々はどのように期待し、どのよう

になる想像すればよろしいのでしょうか、お聞かせを願いたいと思います。 

○村  長  まず、最初の御質問についてでございますが、まず、ちょっと歴史を少し振り

返ってみたいと思っております。 

平成２年に、全国的に例を見ない行政、農業同組合と商工会の３者が一つに

なってそれぞれの得意分野を示し共存共栄を目指す施設、ショッピングセンター

チャオが誕生をいたしました。このときには、村だけでなく、近隣からも買物客

が集まるとともに――今はもう決して近隣から誰も来ていないっていうこと

じゃありませんけれども、多くの買物客が集まると同時に、周辺の飲食店もにぎ

わいを見せていた初期の頃があるというふうに思っております。 

国保の片桐診療所の老朽化、高齢者等の共同住宅の検討、近代的な農産物加工

施設の要望の高まりを受けて、中川村公共交通のハブでありますチャオ周辺にこ

れらの施設を順次整備してきたのがこれまでであります。 

その後、ＪＡの金融店舗の撤退がありまして、村は農業振興と観光の窓口とし

ての農業観光交流センターを店舗跡地に開設しました。交流センターは村の農業

体験、観光案内所としての役割を担っているというふうに思っております。 

もちろん、当初の思い描く姿にはまだまだ到達しておりませんけれども、それ

なりに成果も上げているというふうに考えております。 

それで、誕生して間もなく国道 153 号飯島町田切地籍に道の駅田切の里が――

すみません、就任してですね、私が就任して間もなくであります。国道 153 号飯

島町田切地籍に道の駅田切の里がオープンし、翌年には伊南バイパスが開通し、

駒ヶ根市がより近くなり、南の高森町には県内初出店となる大型商業施設が出店、

付近の天竜川に国土交通省が、水辺の広場、川の駅とも言われておりますが、こ

の整備を進めるなど、村の周辺の環境は大きく変化をしております。 

リニア中央新幹線の開業は 10 年以上遅れるというふうに思っておりますが、

高森町から飯島町本郷地籍にかけての国道改良を要望する国道 153 号伊那バ

レー・リニア北バイパス改良促進期成同盟会も国道の早期バイパス化を求め、運

動を始めております。それで、ルートによってはチャオ周辺の集客に大きな影響

を今後及ぼすことも想定をされるというふうに思っております。 

というような状況にある中、共同店舗組合と村民の共同開催でありますつばめ

マーケットですとか、商工会とＪＡ農業祭が共同する産業祭のチャオ周辺での開

催、ＮＰＯ法人日本で最も美しい村の物産展など、小さいながら特色のある頑張
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る取組がチャオ周辺で展開をされておることも事実であります。 

中川村の位置からして、上下伊那の中心にありながら、チャオ周辺はかつての

にぎわいがあるとは言い難く、現実の経済環境の変化と将来の道路環境の変化を

併せ考え、再検討する時期にあるというふうに思っております。 

チャオ周辺は商業施設の集積をすべき都市計画用途の地域でもありますし、都

市計画マスタープランの変更、立地適正化計画作成の重要箇所の一つとして、令

和７年・８年の２年間の中で方向を見いだしていく考えでおります。 

〇６  番 （山崎 啓造） 令和７年・８年でということですので、まだ具体的なものは示

せないということだと思います。 

先ほど診療所の件もありました。昔は国道の西にあったんですけど、国道の東

へ持っていって大丈夫かと、年寄りが行けなくなっちゃうんじゃないのかなんて

心配もあり、様々あったんですけれども、やはり足の確保はちゃんと村がしてく

れてありますんで、何の問題もなく動いているなと思っております。 

これから進めていって、魅力がいっぱいあるなというのは村長の話で分かりま

したんで、詰めていって、村民がああよかったなと思えるようなものが出来上

がってくると、自分が生きているかは分かりませんけど、そのときはうれしいな

と思うわけでありますんで、ぜひ進めていただきたいなと思うところであります。 

次です。 

自主防災組織ごとの避難マニュアル作成支援を行うということであります。残

る 12 地区の作成で全ての地区が出来上がる、これを毎年見直し、災害に備えるこ

とが必要であるとしています。 

近年は、予想だにしない激甚災害が地球規模で恒常的に頻発しています。よっ

て、防災、減災、災害への対応は議論すべき中心に位置づけられて当然でありま

す。４番議員、２番議員からも防災、減災、災害についての質問がございました。

これは、もう最重要課題であることは間違いありません。 

20 年以上前になりますけれども、地区の役員をしていたときのことであります

が、地区独自の防災対策マニュアル作成に携わった経験がございます。有事の際、

誰がどういう対応をするのか、地区のどこにどういう状態のお年寄りがいて、ど

の部屋にいるか、誰が対応するか、地区のどこに井戸があるか、発電機の所有者

は、重機はどうだなどと地区のマップを作りまして情報を書き込んでいった、事

細かく検討したことがありました。現代社会においては、個人情報何とやらで、

このようなことはままなりませんが、それもやむなしでしょう。 

防災、減災に大いに力を注ぐのはもちろんですし、していただかなければなり

ません。と同時に、防犯という面にも目を向けていく必要があるんではないかと

思う次第であります。 

昨今、地方や田舎においても予期せぬ事件、事故が発生し、いつ何があっても

不思議でない物騒な世の中になってしまいました。事件、事故は発生しないに越

したことはありませんが、万が一に備える必要はあると思います。多発する事件、
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事故において防犯カメラの果たす役割は顕著であり、重要性は誰もが認めるとこ

ろであります。 

そこで、担当係にちょっと聞いてみました。村の防犯カメラ設置の状況でござ

いますが、役場庁舎への設置はゼロだそうです。役場庁舎周辺の庁舎向け設置も

ゼロであります。公共施設への設置は、東西小学校、中学校、片桐区民会館尾児

童クラブ周辺に併せて全てで４台ということであります。その他、村内に村で設

置したものはゼロだそうであります。意外に少ないなと感じた次第でありますが、

これはこれで仕方のないことかもしれません。 

安心・安全で住みよい地域づくりのためにも防犯ということを考えてみる必要

があると思うんですが、いかがでしょうか。 

○村  長  お答えをする前に、かつての地区でのマップ作り、このことに私も関わらせて

いただいた時期が多少ございます。それで、あのときには、災害弱者と言われる

高齢者の方ですとか、妊婦さんももちろんそうでしたが、こういう皆さんのそれ

ぞれの状況を民生委員さんの聞き取りを基にして把握し、保健福祉課のほうで確

保しておりました。 

それで、確かに、どこにどんな井戸があるかとか、ここはお独り暮らしの方が

いるとかいうことがありましたけど、いざというときに、私はもうここでいいか

ら何もするなというふうに言われたとしても、もし仮にその方が何らかの理由で

取り残されて土石流等に飲み込まれるというようなことがあった場合に、これは

非常に不幸なことでありますし、いざというときになれば、そういうことには構

わず、もう、いわゆる連れ出すとか、そういう体制は地区の中で取っておく必要

があるかと思っております。これは、もう個人情報の保護だとか、滑ったとか、

そういう問題ではないという認識でおります。 

本題に入ります。それはそれとして、答えさせていただきます。 

近年は犯罪の広域化、情報化、巧妙化が非常に進んでおりまして、凶悪犯罪も

発生をしております。 

長野県内でも振り込め詐欺ですとか各請求詐欺、ＳＮＳを利用した投資詐欺な

どの特殊詐欺の被害が増加の一途をたどっております。被害を未然に防ぐために、

警察などとの関係機関と連携し、防犯への取組を進めているところです。 

現在、村や関係機関が連携をしまして様々な防犯の取組を行っており、主なも

のとしましては、防犯女性部中川地区及び村の職員による子どもたちの通学時間

に合わせた定期的な青色防犯パトロールを実施しております。 

また、通学路や地区要望に応じて防犯灯の設置や設置に対する補助も行ってお

ります。 

学校周辺には防犯カメラを設置し、子どもたちなどの安心・安全の確保を進め

ているところでありますけれども、議員から御指摘のあったとおりであります。

その設置については非常に少ないというふうなことを私自身も感じておりまし

て、必要な箇所を精査して、今後、増設を検討していく、こういうつもりで、し
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ていきたいというふうに考えております。 

特殊詐欺が増える中、高齢者を守るため、年金支給日に合わせての防犯関係者

によるチラシやティッシュ配りのほか、金融機関での特殊詐欺被害防止啓発行動

が行われております。 

また、村では、特殊詐欺などによる被害防止のため、啓発活動とともに、電話

でお金詐欺の対策機器の設置に対して補助金を交付しております。「この電話は

録音されております」というふうにアナウンスが入るやつでございます。 

各地区の防犯指導員の方につきましても、防犯指導員会を通じて空き巣や車上

荒らしなどの窃盗被害、特殊詐欺対策についての対策などを駐在所警察官から学

んでいただきまして、地区総会などの機会を通じて住民へ周知を図っていただい

ております。 

消費者保護につきましては、インターネトの普及を背景にしまして悪徳商法や

特殊詐欺の手口は年々変化し、複雑・巧妙化しております。こうした状況を受け、

令和４年から伊南地域が連携をしまして駒ヶ根市消費生活センターが開設され、

高齢者等が消費トラブルの被害者とならないために、消費生活センターや地域包

括支援センターなどと情報交換、連携を図っております。 

本年度４月には、犯罪被害者等が受けました被害の軽減及び回復を図るための

施策を総合的に推進し、もって誰もが安全で安心して暮らすことができる地域社

会の実現に寄与することを目的としました犯罪被害者等支援条例を制定してお

ります。あわせて犯罪被害者等見舞金給付の制度化をしておるところでございま

す。 

今後も子どもや青少年、高齢者等が犯罪の加害者や被害者にならないように、

引き続き地域などによる見守り・点検活動を進めてまいります。 

最近は、身近はインターネットですとかＳＮＳなどを通じた犯罪が増えており

まして、知らないうちに加害者や被害者になる心配もあります。子どもや若者な

どへのネットリテラシー教育の充実ですとか啓発運動に今後も取り組んでまい

りたいと思っております。 

長くなりましたが、いずれにしましても、村民誰もが犯罪の加害者や被害者に

ならない安心・安全な村を目指して防犯活動を進め、機器の設置についても十分

できますように検討していくということをお答えとしたいと思っております。 

〇６  番 （山崎 啓造） 様々な施策をしていただいていることがはっきり分かったわけ

ですし、防犯カメラにつきましても村長の前向きな答弁をいただきました。担当

課の係も、したいんだけど、すごく後のお金がかかったりして大変なんですよ

ねっていうことを言って心配をしていましたんで、今日その答弁を聞いて、安心

してしっかり取り組んでいただけるのかなと思った次第であります。 

防犯カメラでいいますと、これは私ごとですんで、よしておきますが……。聞

きたそうなんで言いますかね。（笑声）何か、何を言うのかな、聞きたいようです

ので、ちょっと話をしますと、実は、３年前ですか、自分の家族が寝たきりになっ
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ちゃって、寝ていると物すごく不安になるんですね、誰がどこから来て――あの

頃はまた事件がいっぱいあったんで、もう本当に心配で寝られないんだと、起き

て逃げることもできなんだと、そんな状態でしたんで、自分もそのときにカメラ

をうちの周りに４台つけまして、それで、会社のほうも事務所と倉庫と１台ずつ

つけました。 

でも、自分でやるやつは、安いやつでも結構言うことを聞きますんで、行政も

そんなに――行政で使うのは高くないとやっぱり駄目かな。その辺のところもあ

るかもしれませんが、よろしくという言葉は駄目ですので、提案をしておきたい

なというふうに思います。 

次です。 

第６次総合計画後期基本計画の初年度である今年は、それぞれの分野で確実な

前進を図り、村づくりを進めるとあります。 

村では第６次総合計画後期基本計画に関する住民意識調査を実施しています。

1,000 人対象で 964 人が回答だそうです。そんなことが公表されておりました。 

幸福度と村への愛着、村に住み続けたいかの設問では「住み続けたい」が 63％、

「当分は住み続けたい」等を含めると 86.3％がその状況だそうです。一安心はし

ましたが、「当分は住み続けたい」ということと、年代が低いほど「住み続けたい」

の割合が低いことが気がかりであります。 

村の施策についての設問では、施策の状況についての理解や関心が低い可能性

があるようで、これまた心配かなと、また、今後優先してほしい分野では１番が

「子育て支援・少子化対策」、次いで「地震や土砂災害などへの防災対策」「生活

交通の確保」の順となっていました。 

子育て支援・少子化対策に対して言わせていただきますと、これは以前にも言

わせていただきましたが、村ではでき得る限り十分な対応をしているように私は

感じます。行政でできることにも限界がありますから、何でもかんでもお願いよ

ということには無理があります。 

またこれも私ごとで恐縮ですけれども、自分が子育てをした時代を思い起こし

てみますと、支援で足りない部分は我慢しながら自分で工夫し、それに合わせて

様々な方策を模索しながら、考え考え、手探りしながら頑張ったなと記憶をして

おります。 

時代は変化しているんだよ、前時代的な考えは通用しないよ、価値観は多様化

しているんだよと笑われますけれども、一言言わせていただくと、様々な価値観

や生き方、個性を認め合うことで新しい考え方ができてくるのは、そのとおりで

しょう。 

しかし、自分勝手な人格が量産されてしまわないか、生きていく上で一番重要

な集団に合わせるという概念が置き去りになりはしないか、昭和のように、多様

性などには重きを置かず、みんなが同じ方向を向いて同じ価値観の下で生きてい

たときこそ、国や経済や国民が最も強かったときだったような気がします。 



- 92 - 

皆さん誰もが御存じの中村草田男という人の俳句がありますが、「降る雪や明

治は遠くなりにけり」という句がありますけれども、今の自分の心境は、昭和は

遠くなりにけりだなと、つくづく感じてしまいます。 

価値観の多様性とか何とか意味不明なことを言ってみんながばらばらになっ

てしまえば、結果的に国力が低下してしまわないか、言いたい放題やりたい放題

の社会になりはしないか、村という存在が危うくなりはしないか、心配です。 

昭和を懐かしみ、時代遅れと言われている後期高齢者が一言言わせていただき

ました。 

脱線しましたが意識調査結果に戻ります。 

保健福祉、教育文化、防災・防犯、環境、産業、都市整備、行政経営など、細

かく分析をされていました。この分析を踏まえて確実な前進を図り、村づくりを

進めるということだと思います。 

３月中旬にパブリックコメントの結果を公表し、総合計画審議会の答申を得る

ということですので、これから詰めていくということだと思いますが、現時点で、

確実な前進を図り、村づくりを進める、このことについて示せるものがあればお

聞かせを願いたいと思います。 

○村  長  ここで具体的なものを示せということではなくて、示せるものがあればという

お話でありますけれども、せめて示せるのは具体的な方向性についてかと思って

おりますし、具体的に施策をしていく手はずっていいますか、このことについて

もちょっと触れさせていただきたい、手はずというか、手順でありますけれども。 

まず、第６次総合計画の後期基本計画の策定につきましては、原案を村民の皆

様にお示しさせていただきました。２回にわたるパブリックコメント、最終は２

月 10 日～28 日の期間にいただいたものでございますが、現在これを集約いたし

まして、総合計画策定審議会にお諮りし、最終答申をいただいた上で、確定した

ものを３月末までに住民の皆さんに公表する、こういう手順で進めております。 

もちろん、議会最終日の閉会後の全員協議会でも、このもの、恐らく概要にな

るところでございますが、これについてお示しをする予定でございます。 

今のところ、まず申し上げられることとして、原則的な事業の進め方について

でございます。後期基本計画に記しております施策内容、これを具体化してまい

りますのは、毎年策定をしております実施計画、こういったものをつくっており

ます。これを子細にわたり検討し、事業の内容、事業規模、実施に係る財源の裏

づけ、これを検討して、○○事業となって決定していく、こういう手続について

は確実に進めてまいりたいということをまず申し上げておきます。 

今後、義務教育学校等の大型公共事業が目前に迫っておりますので、確実な財

源確保が求められるというふうに考えております。何が言いたいかといいますと、

財政の裏づけが今後は非常に重要になってくると、どこに財源を求めていくのか、

もちろん、お金を借りるについても、返済、こういったことも併せて計画を立て

ていくっていうことでございます。 
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確実な前進を図り、村づくりを進める、このために特に重視することといたし

ましては、後期基本計画、今、素案といいますか、素案ができておりますけれど

も、この 18 ページにまとめております第２節の土地利用の基本方向、後期基本計

画推進に当たって持続可能な村づくりのための土地利用の推進、これを重視して

進めていくことであろうかというふうに思っております。 

ちょっと申し上げますと、１つとして人口減少、少子高齢化を見据えた学校、

商業地、住宅などの集約、複合的利用の推進、２つ目が農業従事者の減少を見据

えた農地の集約、適正管理、３点目が公共インフラ、公共施設の効率的な整備、

この３点を挙げておるわけでありますが、中でも最初に申し上げた人口減少、少

子高齢化を見据えた学校、商業地、住宅などの集約、複合的利用の推進、このこ

とについては具体化し確定をしていくことがもう目前に迫っていると言っても

いい課題だというふうに申し上げておきたいと思っております。 

このことも含めて、先ほど申し上げました３点の推進につきましては、各専門

委員会で方向をそれぞれ検討していきます。その上で、村民の方の意見、特に将

来を担っていく若い人の考え、御意見ですとか、こういったものを意識的に聞き

出すこと、また反映するように取り組むことがこれから以降は重視してまいるこ

とだと、このことが手法として大事だなというふうに考えておると、こういうこ

とを思っております。 

〇６  番 （山崎 啓造） 様々お聞かせをいただきました。大型のプロジェクトが目の前

に迫っていますから、もう財源の確保っていうことが一番のことになろうかと思

いますが、そんな中で、試行錯誤しながら、若者の声をしっかり取上げ、それを

実現に向けてやっていきたいっていうことですので、ぜひぜひその辺をどんどん

進めていただけるとありがたいのかなというふうに思いますので、期待をしたい

と思います。 

これまで３点についてお尋ねをしてきました。未来に向けた地域づくり、村づ

くりは、首長のリーダーシップにより行政主導で進めていくことはもちろんです

が、議会はもとより、村民の皆さんも認識を共有し、共に頑張ろうという意識が

大切であります。建設的な意見やアイデアを出し、それを生かすことが求められ

ます。 

村長も立候補表明の政策発表で、人口減少や労働者不足に対応する持続できる

村の将来像を村民と協働して描き、実現していくとして、小さいながらも生き生

きと暮らせる村づくりを進めると述べておりました。 

我々村民にも、村づくりに対する自覚を持つ、村づくりに対する情報を得て共

有する、村づくりに対して主体的に協力するなどなどが求められると思います。 

いつからか定かではありませんが、好き勝手な意見や自己中心的な意見、言い

たい放題やりたい放題が頻繁に目につく現代社会になってしまったような気が

してなりません。 

小さいながらも生き生きと暮らせる村づくりを着実に進めるためにも、みんな
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が情報を得て共有する、そんな観点からも、村からの情報発信には最大限の工夫

が必要ではないかと思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○村  長  先ほどから、２番議員さんとか、情報発信についてはこれからもお尋ねがござ

いますけれども、ちょっとお答えをしたいというふうに思っております、考え方

でございます。 

もしも情報が伝わらないといたしますと、行政を中心にして、村のやろうとし

ていることが何をしているのか見えないと、また何しているんだか分からないと

いったことがあるとしますと、村民の方から見て、自分として村政あるいはやろ

うとしていることにどうやって関わっていいんだか、また村に対しての意見も含

めて、こういうふうに言いたいんだけれどと思ったとしても、情報が得られない

ことによってどうしていいのか分からないというか、自分の関わり方や身の振り

方も分からないっていうことになるわけであります。 

結果として、村民の方を蚊帳の外に置き去りにしているようなことにもなりか

ねませんので、情報の伝達は当然確実なものにしていく必要があろうかなという

ふうに思っております。 

一方、情報発信につきましては、これは手段であります。地域づくりを進めて

いく中で、その時々に応じて効果的な広報を行うことが最も重要だということも

考えております。即時性の高い情報は村のＬＩＮＥ公式アカウントでの配信、よ

り詳しい情報は村の公式ホームページへの掲載など、それぞれの特性に合わせて

村民の皆さんがより関心を持てるような取組を行ってまいります。 

また後で、以降の御質問でもいただきますけれども、村のホームページに関し

ての改良、こういったことも当然考えていかなければいけないというふうに思っ

ております。 

以上でございます。 

〇６  番 （山崎 啓造） 情報の伝達っていうのは本当に重要だと思います。時々に応じ

て様々に考えていくということですので、期待をしたいと思いますし、ホーム

ページも以前から見たらすごくよくなっていますし、どこまで行ってどれがいい

かっていうことにはなりませんけれども、切りはないと思いますが、しっかり対

応していただければというふうに思います。 

次です。 

村づくりは人づくり、現状はどうでしょうかということでお尋ねをいたします。 

このテーマでの質問は令和４年の９月定例会においてもしております。村の発

展と村民の幸せのために、公約実現に向けた人づくり、人材育成、人材発掘が必

要ではないでしょうかという趣旨の質問をいたしました。 

あの時点では、コロナ禍という状況下での質問であったわけですが、村長いわ

く、様々な制約がある中で２期目を託されて仕事をしているが、公約の実現は本

当にできているのだろうか、ただただ任期をこなしているだけではないか、自己

を振り返りながら、中川村のエリアで働き暮らす人々がずっと存在するわけであ
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るから、中心的な存在として皆さんの同意を得ながら、この人のやることならつ

いていこうと思ってもらえるのがリーダーだと思う、よって、こういう人を育て

るのは、やはり教育だと思う、中川村という郷土を知って、中川村を愛し、どこ

へ行ってもいいけれど、いずれこの地に帰ってきて生まれ育ったふるさとを発展

させたいと考える小中学生に対して、村を学び、村の行政と議会についても教育

の中で深めてもらう、こういうことが実際の手段として必要だと思うと、このよ

うに答えていただいております。 

あのとき、この人なら村民はみな安心してついていくだろうなと感じたことを

思い出しております。 

日本全体の人口減少と少子高齢化が大きな課題であることに間違いはありま

せん。この問題についても令和５年の９月定例会一般質問で取り上げさせていた

だいております。その折、これは国策として展開する課題であり、地方の取組に

よって解決できる課題ではないと述べさせていただきました。今でも考えは同じ

であります。 

人口減少により地域社会が維持できなくなることが問題であります。中川村に

おいても集落の存続がままならなくなる可能性を危惧する声があります。 

人口が多いとか、人口が増えたとかいう自治体が優れているとは限りません。

それよりも、人口減少の自治体であっても住民の満足度が高い自治体こそ優れて

いるんだと自分は感じます。村長の言う小さいながらも生き生きと暮らせる村づ

くり、これこそがそれになると思います。 

これからの自治体職員には、集落維持の方向性を住民とともに考え、地域の仕

組みづくり構築に積極的に関わる優れたマネジャーとしての役割が求められる

のではないでしょうか。自分勝手な思いかもしれませんが、そんなふうに思いま

す。 

しつこくなりますが、少子高齢化と人口減少対策において抜本的な解決策はな

いと思います。人口減少社会という言葉の現実を踏まえて自治体に求められるの

は、自治体と自治体職員の存在意義ということになりはしないでしょうか。 

持論を長々言わせていただきましたが、やはり村づくりは人づくりということ

になると思います。 

先般、若手職員の研修報告がありました。出席し、聞かせていただきました。

３例の報告がありました。公民連携による地域課題解決、中山間地域活性化のた

めの小さな拠点づくり、廃校跡地を地域の拠点へ、学校施設の後利用等について

の報告でありました。 

高齢者が安心して暮らせる環境整備をして、地域住民との関わりの中で健康で

心豊かに過ごせる取組、今後の村づくりの参考にしたいという事例、学校施設の

後利用として中川村でも２小学校の後利用が課題となる、小規模自治体でも財政

的にも過度な負担がない活用を探るという事例、少子高齢化が進む地域において

住民が日常生活を送る上で不可欠な機能、サービスをどのように確保していくか、
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公民連携の重要性を学ぶという事例、聞かせていただいて、素直な感想としまし

て、村長は将来を見越してたくましい人づくりを着実に実践しているなと感じた

い次第であります。期待したいと思った次第であります。 

とは申しましても、自分の立場からの表面的な部分しか見えていないというこ

とかもしれません。 

そこで、若手職員の研修報告を聞いた中で、村長の立ち位置からどのように読

み取り、感じ、評価し、期待するのか、お聞かせをいただければと思います。 

○村  長  職員の多くは条例、規則に基づいて村の固有の仕事をしております。職員は自

分の仕事を見詰めながら村民との関わりを考え、こうしたほうがよいのではと思

うことがそういう中では多々あるだろうなと想像をしております。 

当然、他市町村ではどうしているんだろうというふうに考え、人口減少の中で

の合理的な仕事のやり方、今後空いてくる公共施設の有益な利用、ＩＴ化による

申請や届出等の合理的な処理、情報発信が村民に伝わっているかなど、若い職員

グループが自発的に調べ、報告、提案するといった動きが始まったところでござ

いまして、このことについても頼もしさを感じております。 

実は、この研修制度は副村長が３年前から申しておったところでありまして、

外へ様子を見に行くっていうことが、やはりとっても将来の役に立つ、私自身も

一人で話を聞いて済むことではございませんので、こういったことが若い人の目

から見たときにどう映るかっていう、あるいは発想がこれからは必要だというこ

とでこの制度を始めたところでございまして、繰り返しになりますけれども、若

い人のこういった積極的な取組と、いろいろこうあるべきだということを言って

くれることに対しては、非常に頼もしいなというふうに感じております。 

返りまして、今度は私の若いときのことなんですけれども、私はこういう人間

でございますので、若いときは――前の前の村長さんあたりからでありますけれ

ども、その前からもそうでしたけど、批判的な物言いはしても、併せて建設的な

提案をするということはあまりなく、そういった機会も昔はなかなか保障されて

いかなったんじゃないかなと、改めて振り返っておるところでございます。 

今の研修制度は今後も続けてまいります。 

少し心配すること、これについてちょっと申し上げたいんですけど、職員も村

外の方の割合が増えてきておりまして、中川村という地域をよく知る機会が減っ

てきておるかなというふうに考えております。村内 27 地区の概略を知る機会を

つくっていく必要があるんではないかなということも感じておるところであり

ます。こういったところで、地域や住民を知る機会をどう増やしていくか、これ

からはやっぱり考えていく必要があるかなと思っております。 

職員一人一人がやはり村民に知られていくということ、これは一足飛びに行く

ことはできませんけれども、時間もかかりますけれども、とにかく村民に知られ

ることを早くしていかなければいけないな、こんなふうに思っております。 

それで、そういう中で、村の職員は、やはりいろいろ言われても頼られる存在
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でなきゃいかんと思っていますし、村民の皆さんも困ったときには、やはりこの

人に言えば何とかちゃんと助けてくれるというか、そういう存在であることを期

待しているんじゃないかなと思っておりますので、職員それぞれが頼られる職員

になり、提案する力もそれぞれについてくると、職員自身も、やっぱり士気とい

うか、気持ちの上で高いものが持てますし――というのは上から目線で言うん

じゃないんですけれども、そういうふうになっていくだろうと思っております、

今はないということではありませんけれども、よりそういう意識を持っていただ

けるんじゃないかなということと、村民の関係とも相まっていい村になっていく

んじゃないかなというふうに思っております。 

この制度を通じて若い職員が積極的に学び、意見を言う、また理事者はこれを

よく――議論をしなきゃいけませんけれども――聞き、いいものは方向の中にき

ちんと提案していくと、こういう関係をつくってまいりたいと思っております。 

以上です。 

〇６  番 （山崎 啓造） 様々期待をしたいと思います。期待をしながら、また何かあっ

たらびしばしと言わせていただいて、嫌みを言うときもあるかもしれませんが、

これで質問を終わりたいと思います。 

○議  長  これで山崎啓造議員の一般質問を終わります。 

ここで暫時休憩とします。再開は午後３時 15 分とします。 

［午後２時５５分 休憩］ 

［午後３時１５分 再開］ 

○議  長  会議を再開します。 

休憩前に引き続き一般質問を行います。 

９番 大原孝芳議員。 

○９  番 （大原 孝芳） 私は２問を用意しております。 

まず質問に入る前に、例年のことでございますが、ちょっと今年は、今日は３

月 11 日ということで、ちょうど 14 年前の東日本大震災の話を最初にしたいと思

います。 

毎年この場でその話をさせていただいております。今回は、３月２日に信毎な

んかで「東日本大震災 14 年」っていうような記事が出まして、そこに飯舘村、あ

るいは福島第一原発の事故に遭った双葉町、大熊町とか富岡町、そういったとこ

ろの人口動向が出ていました。 

まず飯舘村におきましては、当時――放射能被害がある震災前は 6,132 人の住

んでいた方が、現在は、帰還――戻っていいということで警戒区域からは外れま

して、戻っている現在では 1,511 人ということで、25％ぐらいの人しかまだ戻っ

ていない。 

それから、特に福島第一原発の双葉町、あるいは大熊町については、例えば双

葉町は、2011 年は 6,891 人の現在は 181 人、３％を切っていますかね、それから

大熊町については１万 1,570 人いらっしゃったところが 878 人しか戻っていない
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と、こういう報道がされております。 

これは、ほかの津波で被害を受けた町との大きな違いは、全てはっきり分かる

ことは、放射能汚染で人が戻っていないということは、私ははっきり言えると思

います。 

特に飯舘村につきましては、毎年言わせていただいておりますが、私も除染し

ているところからずっと見てまいりました。 

そして、現在はどういう状況であるかといいますと、当時、耕土っていうか、

田んぼとか宅地の土の表面をめくったようですよね。それで、それを大きな袋に

入れて置いてありました。しかし、現在は、双葉町と大熊町ですか、そこに中間

貯蔵施設というのがございまして、そこへ全部運んで置いてあるそうです。 

福島県では、将来的にはそれを全部県外へ持ち出すと、さて、どこへ持ってい

くかはちょっと分かりませんが、そんなような話でいますが、いまだに今の２つ

のところに置いてあると、そういう状況でございます。 

そして、私が知っている限りでは、飯舘村はどこを除染したかっていうと、耕

土とか宅地内はしたんですが、山林はやってありません。したがって、大きな放

射線量じゃないんでしょうけど、普通はあまり発生しない放射能が山林にはまだ

ある、そういう状況かと思います。 

したがって、私は、この現状というのを――例えば毎年３月 11 日になりますと

こういった報道がされますが、ほかの３月 11 日以外ですと、なかなかメディアも

こういった報道をしませんので、私たちが中川村に、遠くに住んでいますと、こ

ういった情報はなかなか入ってきません。しかしながら、現実はそういうことで

ございます。 

そして、今、政府は、２月 18 日に閣議決定でエネルギーの基本計画っていうの

を立てていますよね。それで、今までは――当時は、震災のときには民主党政権

だったんですが、そのときはずっと、民主党は 2030 年代にゼロにするっていう発

言をしたんですが、その後、安倍政権になって以降は自民党でも可能な限り依存

度を低減するという基本計画で来ました。しかし、今回の第７次基本計画では、

今の敷地に建て直しができる、そこまで大きく変わっております。 

原発の稼働についてはいろんな意見がございます。安全ということもあります

し、今、村でも行っている脱炭素ですか、そういったことも踏まえて、今一番、

脱炭素――カーボンゼロにいいのは、一番適しているのは原発ではないかと、そ

ういう理論、こういったこともありますし、それから電力会社にとっては火力の

燃料を取るよりは今ある原発を稼働したほうが経費的にいいんじゃないかと。 

ですので、いろんな意見があるにしても、今、14 年たっても放射能汚染という

のはこういった現状があるということを、ぜひ、私は村民には知っていていただ

きたい。 

私は３月９日に私たちの仲間もみんな街頭に立って３・11 を忘れないという街

頭行動を起こしました。それは、今起きていることをずっと私たちは考えていか
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なきゃいけないと、それが福島の人たちに対する一つの、私たちができることは

そんなことじゃないかと、そんなことを申しまして、質問に入りたいと思います。 

私は、今回、６番議員も少し前に話しましたが、政権・与党の過半数割れが起

きておりまして、これが、今回、通常国会が始まっております。私たちが今まで

見てきたような国会の風景とは大きく様変わりしております。 

こんなことを、ぜひ村長ともいろいろ話をしながら、何が起きているのかと、

そういったことも踏まえて――そして、私たちが今ここでいろんな議論をします。

ここの村のこと、それから、今日３番議員もおっしゃっておりましたが介護の問

題とか、こういう問題は、私たちの村だけでは解決できないんです。国のいろん

な施策、それからお金をいただいたりして、それで法律の改正とか、そういうこ

とがないと、なかなか村では解決できない。 

それを、私たちは、こういった国会の――今、大きなうねりになります。それ

を通じて、どういうことが、私たちが地方にいながら、国の仕組みと対峙しなが

ら中川村の皆さんたちに幸せに過ごしていただこうと、そういう考える機会に

なっていただければいいと、そんな思いで質問をさせていただきます。 

では、ちょっと質問を読ませていただきます。 

昨年 10 月 27 日に行われた衆議院選挙の結果、与党が 215 席、野党が 250 議席

となり、与党が過半数割れした。その後、11 月 11 日に首相の指名選挙で石破茂

氏が 103 代首相になったと、そういうことです。 

そして、今回行われている通常国会は、衆議院の予算委員会の委員長が野党か

ら出る、また、これはどこでしたっけ、国民民主党ですかね、103 万円の壁と、そ

れとか維新の会が高校授業料の無償化とか、そういったことで各野党と個別に協

議する、そういったことで、今まででは考えられないような中で、今、国会は進

んでおりますし、その中でも既に、私が原稿を作った以降に予算は可決されまし

た。それで、衆議院で可決されましたので、参議院で今は審議されております。 

こうした決定プロセスがある中で、例えば皆さんもいろいろテレビで予算委員

会とかを見ていまして、今までと全然違いますよね。 

例えば、安住さんっていう方が委員長をやっているんですが、彼は自分の身内

たちにも厳しくやっています。それから、当然、自民党の皆さんにも厳しく対応

しています。だから、いいものはいい、悪いものは悪いということはきちっとやっ

ていただいていることと、それから、今までは、何ていうんですか、対応しない、

数の力で自民党が多いんですから、言ってもなかなか受け入れられないものが、

今回は相当受け入れられています。 

それで、審議に、熟議――石破氏は熟議とは言っているんですが、本当に今は

熟議に近いような一つのシステムにはなりつつあると、そういうことであります

ので、皆さんも予算委員会のテレビ中継を見ていれば、何か違っているっていう

ことはお気づきいただけていると思います。 

私はこうした国会運営というのが地方行政にとって希望の兆しとなるかって



- 100 - 

いうようなくらいに書いてあるんですが、要は、私の言いたいことは、今までは、

例えば私たち地方の人間たちが、村長も国へ行って議員に陳情したり、省庁へ

行って陳情したりしますよね。しかし、ダイレクトに私たちの思いが、例えばあ

る党の個別の事案であっても、例えば 103 万円の壁ですよね、今回 160 万円にな

るそうですが、こういったことが今までのプロセスだとなかなか変わんないわけ

ですよね。 

しかし、今回は、もう、今持っている少数与党はやらざるを得ないっていうこ

とは、物すごい、私は激変した一つの政治の大きな流れだと思います。 

ですから、数の力っていうのは、国会は数の力で今までずっと、安倍政権以降、

大きく差が開いていましたので、もう簡単にやられていましたよね。つまり、も

う審議にも入らない、それで最終的には時間が来たら多数決で審議を打ち切って

しまうと、そういうことに私たちは慣れてきてしまったので、今回見ていて、私

は、これは地方にとってチャンスだなと思いました。 

それは、私も今、野党に属していますので、よかった、そういうことじゃない

んですよ。つまり、私たちの地方の思いとか国民の思いがそれだけ大きく提案さ

れると、そして簡単に一蹴されない、つまり数の力ではねのけられないっていう

状況が今は起きているっていうことなのです。 

ですので、ぜひまた、村長は国会へ行って、野党、与党を問わず国会議員に触

接お行き会いしたり、省庁へ陳情に行ったりもしていますので、ぜひ、こういっ

たことが何か私たち中川村にとっても、村長が陳情するとか、そういうことに

とっても、切り口として少し動きがよくなるんじゃないかっていうような思いが

あるんじゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。 

○村  長  道路の改良、それから砂防や流域治水の事業での堤防の強化、こういったもの

につきましては、もちろん高速道路の渋滞解消とか、一般国道の整備、こういっ

たことにつきましては、省庁を通じて国会議員の先生方にも、失礼ながら、圧力

をかけるとは言いませんが、数を頼みにして出かけることは毎年やっております。 

これはこれとして、当然、国会議員の先生の中に――先生っていうのがいけな

ければ国会議員さん、衆参にいらっしゃるところに、私たちは地域選出の国会議

員のところに要請をするという形で行っておりますので、特にこれで変わった

かっていったら、新しい方が増えてまいりましたので、そういう意味で、その議

員の皆さんにも、私たちの地方の声というか、こういった目的を達成するために

お話を聞いていただく、こういうことはやってきましたし、今後もやってまいり

たいということをまず申し上げておきます。 

○９  番 （大原 孝芳） 今の村長のお話ですと、何ですか、道路とか、そういったイン

フラなんかの陳情が多いということなんです。 

ですが、例えば中川村住民に直結する問題として、103 万円の壁については、

それは、例えば弊害として村へ入る税金が、地方へ入るお金が減ってしまうとか、

いろいろ問題あるにしても、例えばこれで助かる方もいらっしゃいますよね。例
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えば、それで少しでも働けると、今までは 103 万円の壁で、少し労働時間をそれ

に合わせてやっていた方が、少し、もうちょっと働けるっていうような方が増え

たりする。 

それから、維新の会がやった、長野県にとって私立高校っていうのはあまり身

近じゃないかもしれないですけど、一応、私立も上限、所得は関係なく、全部無

償化っていう話にもなっています。 

ですので、今までの流れの中では、私たちの地方からそういった税制に対して

物を言うっていうことはなかなかできなかったわけですよね。 

でも、ここへ来て、少数与党である自民党も予算を通すために聞かざるを得な

い。維新の会については特にそうなんでしょうが。 

そういったことで、少なからず――高校の無料化も、私学に全部、全額、何で

すか、所得制限なしでやっちゃうっていうことには相当批判がありますが。 

このプロセスっていうのは、私は、あれなんですよ、住民にとってもいいこと

ではないかと思うんですが、村長はどういうふうにお考えですかね。 

○村  長  それでは、御質問を事前に通告いただいておりますので、最初に一連の国会運

営が地方行政にとって希望の兆しとなるかということに立ち返ってお答えをし

たいと思っております。 

まず一般的な話で、先ほど議員もおっしゃられたとおり、与党単独の過半数、

つまり両院で安定過半数が続いていた時代には何が起きていたかということで

ありますが、重要法案をめぐって審議不十分、これは、次に本会議ですとか、そ

ういったところに回さなければならないということがあるようですので、いろん

な委員会でいわゆる強行採決というやつをやっておいて本会議に臨むというこ

とがあったと思います。つまり、委員会強行採決、本会議で賛成多数で可決、成

立という国会シーンがかなりありました。常にと言ってもいいかと思います。 

一方、野党について言いますと、確かに引き延ばしの戦術、牛歩戦術で対抗す

るというような手段が見られたことも事実であります。 

それで、少数与党となって予算成立を第一とするために、今、各野党の掲げる

選挙公約とにらみ合わせて、これは誰がにらみ合わせるかといいますと与党であ

ります。にらみ合わせた上で国民の声を聴き、譲るべきところは改める、先ほど

の石破首相がおっしゃったことに尽きるかと思います。こういう言葉に表される

ように、個々の野党の公約にこの中で妥協点を見つけていく、少数与党がまず一

番重要な予算案を通していくためにこういうところに追い込まれているという

見方をすれば、そうだというふうに思っております、 

つまり、個々の野党の公約の中で妥協点を見つけ、取引に力点を置いて予算案

を通過させると、こういう手法が際立ってきたなという印象を持っておるという

ことをまず申し上げたいということであります。 

先ほどの一連の国会運営は地方行政にとって希望の兆しかという最初の御質

問の文面についてでありますけれども、地方行政にとってということでありまし



- 102 - 

たので、どちらとも言えないなというふうに思います。 

例えて言うならば高校授業料の無償化に関してであります。 

高校授業料の支援につきましては、所得制限がありましたけれども、これが、

今度、全世帯が対象になります。保護者の負担がなくなりますので、保護者から

見れば、これは歓迎されるべきことということになります。 

市立高校への支援金が現在の 39 万 6,000 円から 45 万 7,000 円に引き上げられ

るために、授業料と支援金額の差額について補助を行っている例えば長野県の支

援総額がかなりの部分で減額になるでしょうという意味での可能性があるとい

うことをまず申し上げておきたいということです。 

それで、私立高校への支援が手厚くなることで、総体的に公立高校の人気が低

下して公立高校離れが進む懸念が全国ではあります。特に、大阪府が先行して

やっておりまして、大阪府の私立高校の競争率が非常に上がりました。半面、公

立高校の競争率が下がれば入りやすくなるじゃないかということもありますけ

れども、人気の凋落といいますか、そういう減少も起きるわけでありますので、

一方での話です。こういうことが言えるかなというふうに思います。 

それで、長野県の場合には若干公立高校と私立高校の比率っていうものが異

なっておりますので、これを長野県教育委員会としてどういうふうに考えるかっ

ていうことは、また別のことですが、一般的にいってそういうことは申し上げら

れるんじゃないかなと、全国的な話であります。 

それで、保護者といいますか、親の負担が軽減されるということは結構なこと

ではありますけれども、授業料負担分が要らなくなることで、塾等の月謝にその

お金が回るということも言われておりまして、今、教育費に出すところっていう

のは物すごくウエイトを占めておるようでありますので、結局、親から見れば、

トータルでいったら負担は変わらない、そういう現象も生まれるであろうし、塾

通いですとか、そういったことが進むことによって、一方で受験競争の過熱――

私立高校、あるいは私立中学といいますか、中学から私立高校、それから系列の

大学へというルートをたどるとすると、いわゆる受験競争がなくなるという話も

ありますけれども、一般的にはそんなことが起きるんではないかなという懸念も

あるということであります。 

それで、一方ではそういうことがありますけれども、ここで私が言いたいのは、

じゃあ村はどうかということですけれども、村は、公立、私立に関わらず、高校

入学時、進級時の支援金を制度として設けております。ちょっと改めて申し上げ

ますと、高校１年生、入学したときにはお一人 10 万円です。それで、それから進

級した場合には 5 万円ずつ、こういったことをもう制度として設けておりますの

で、これは維持をしてまいります。 

また、昇龍奨学金、これは原資として 1 億 4,000 万円ほどございます。昇龍奨

学金につきましては中川村教育委員会の管理下にあるわけで――管理下ってい

う言い方はよくないんですが、管理の下で運用されておりますけれども、支給金
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額について言うと、高校生は月額 4 万円を上限として、制度として持っておりま

すし、これも維持をされるべきだというふうに考えておりますし、そういう面で、

村は、どういうふうに制度が変わろうと、これはしっかり維持をしていくと、こ

ういうことを申し上げておきたいと思っております。 

○９  番 （大原 孝芳） 今、高校無償化について言ったんですけど、103 万円の壁って

いうのはどういうふうにお考えですかね。 

○村  長  103 万円の壁という話ですが、一旦、その話が出たときに村にどのくらいの影

響があるのかというのを試算いたしました。額はいろいろ考えられますけれども、

その分、やはり住民税が、恐らく収入は減額になるというか、徴収される部分が

減ってまいりますので、このままこれが補塡されないとすると――補塡されない

とするとですよ、村は大変なことになると、制度が変わって、そういうことだけ

申し上げておきます、今の中ではっきりしていることは。 

○９  番 （大原 孝芳） 今の 103 万円については、今のそういう話も、もう当初からお

聞きしまして、これも当然――これは国民民主党が言い出したことなんですが、

彼らはもっと上げたいって言っているんですけど、160 万円ぐらいじゃないかっ

て言われています。 

しかし、住民にとっては、住民でこれを歓迎する方も少なからずいらっしゃる

わけですよね。だから、そことのことなんでしょうが、確かに、村にとって減収

であれば、それは当然国に言っていくっていうことで、これからも当然そういう

議論には、中川村だけじゃないので、必ずそういう議論になっていくと思います。

その一つ一つを取れば、今の村長の見解、細かい話をしていただきました。 

しかし、これ、今回のこと、こういった国の勢力、政治の勢力がないと絶対に

出てこなかった事案なんです。だから、私は、そこら辺の捉え方も、村長は功罪

を、功と罪を言っていただいたんですけど、一つのこういう流れが、今まで私た

ちが何十年間も経験してこなかったようなプロセスで今は動いているっていう

ことだけは多分理解していただいていると思いますので、次のちょっと質問に入

ります。 

これもまた１つの事案で恐縮なんですが、これは立憲民主党が言っているんで

すが、高額療養費の制度の負担上限を引き上げるっていうのが提案されまして、

そして、私がこれを書いた時点と今回は違っていて、見直しって書いたんですが、

そうではなくて、今回は撤回で、全部を取り下げました。 

それで、今日、お昼のニュースを見ていますと、もう、これ、予算は通っちゃっ

たもんですから、当然今の予算じゃ足りないんですよね。だから修正予算を出そ

うっていって野党が集まって、今日、お昼のニュースでやっていましたけど、

3,000 億円ぐらい足りないとか言ってやっています。 

これについても、例えば全がん連の皆さんたちが今本当に困っているっていう

のを、そういうことを置き去りにして、いきなり出してきて、さあ上げましょうっ

て……。 
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それで、こういうことを――今までの国会でしたら、これ、通っちゃいますよ。

しかし、今回、取り下げざるを得なかった。これは石破さんだったからかもしれ

ない。しかし、参議院選があるかもしれない。 

私たちはこういうことを目の当たりにして、これが本来の私たちの――これ、

中川村の人だって一緒ですよ。本来のあるべき姿にようやく戻ってきたと、私は

いつもそういうことを感じながらテレビを見ています。です。 

ですので、村長もいろんな、今後、議会でも国の――私もさんざ若いときに言

われましたよ、国の政策をこんなところで論じたってしようがないと。 

しかしながら、今私たちの村でやっている行政の大半は国のそういった政策の

下にやっていて、そしてお金については、先ほどの地方交付税もそうなんですが、

ちゃんとそういったことの裏づけがないと私たち小さな自治体はやっていけな

いわけですよね。介護保険の問題もそう。 

ですので、ぜひ、私は、今回、こういった一つの流れが――私は選挙運動をし

ているんじゃないんですよ。 

つまり、熟議して――みんなが本当に幸せになれる方法っていうのはイデオロ

ギーやないんですよ。本当に困っている人たちを救えるのは政治なんです。だか

ら、この場に、こういう場に本当に本来の政治を取り戻したい、それが今回は幾

らかかいま見えると、そういうことを私は言いたいんです。 

それで、今回の医療費について、村長はこのことについてはどうお考えでしょ

うかね。 

それから、ちょっと私、最後に書いたんですが、数だけの力ではなく、弱者、

少数者の意見をきちんと受け止め、全体の幸福につながっていく政治の力がよう

やく生まれてきそうな気がしていると書きました。 

ぜひ、この政党がいいとか悪いとかじゃなくて、本当に困っている人たちが救

える政治って何かっていうことを１回考える、この通常国会でそういったことを

みんなが感じ取っていただけるようになると私もうれしいし、これ、村民の皆さ

んもこういったことを期待していただいていると思うんですが、いかがでしょう

か。 

○村  長  申し上げます。 

最終的に、今回、高額療養費制度は、本人負担分を据置き、今秋までに次年度

以降の高額療養費制度の変更についてどういうふうにするのか結論を出すとい

うのが石破首相の昨日の時点での発言だったと思っております。 

高額療養費につきましては、国保、健康保険加入者に共通するものでありまし

て、医療費が一定額――自己負担限度額ということでありますが――を超えた場

合に超過分が本人に払い戻されると、一旦払っておいて払い戻されるという制度

であります。 

それで、私、村がっていうか、預かっております国民健康保険会計のことにつ

いて、ちょっと狭いかもしれませんが、申し上げます。 
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本人負担である高額療養費が据え置かれる一方、診療報酬の引上げがされる見

込みです。国保会計の支出増加を招くおそれもあるわけであります。国保税を上

げると加入者負担を強いることになりますので、これは非常に難しい課題だなと

いうふうに思っております。一般会計からの繰入れを行うということも、これは

考えられます。地方行政から見てどちらとも言えないというのは、そういうこと

であります。 

それで、根本的な解決は、当然、本人が病気にかかって、特にがんなどは、非

常に高度な医療、薬品――薬ですか、放射線の治療もそうなんですけれども、こ

ういうことが必要になるということでありまして、高額療養費ですけど、現行の

本人負担を据え置いて、その差額については国が全面的に負担をするというふう

にしていただきたいというのは、患者のみならず、国保会計を運営している私ど

もの考え方ですし、国保だけじゃなくて、健康保険に皆さん入っていますし、同

じ共通する国民の考え方だということは申し上げたいということでございます。 

しかしながら、国の言い方でありますけれども、社会保障費全体が非常な勢い

で伸び続けているということも確かでありますので、歳出のどこかを削減しなけ

ればならないわけでありまして、これは非常に難しい課題だなというふうに思い

ます。 

委員会傍聴をされていた全がん連の女性の理事さん、この方が３月５日の参議

院予算委員会で意見陳述をされたようであります。高額療養費制度を変え、負担

上限を引き上げられたら、治療の中断に追い込まれ命を落とす患者が生まれると

いうふうに訴えたそうでありまして、国民感情に直接響くものがあり、制度変更

案は二転三転した挙げ句に、衆議院通過後に修正となると、参議院で予算修正を

協議しておるっていうのはそういうことだと思いますし、どちらにしても政府・

与党は修正に応じるだろうというふうに私も感じておるところでございます。 

ということで、予算案の衆議院通過を強行したのは、自民、公明の与党に加え、

日本維新の会の存在が大きかった、これはちょっと蛇足かもしれませんが。 

国民の声が直接届く国会、予算委員会などの運営が展開されているということ

で、非常に今は国民のほうに目も向いているというふうに思いますし、修正をし

ていく要素、政府・与党もそういうふうに、やはり参議院議員選挙に影響すると

いう、これはどこの党だって当たり前のことですから、そういう点では、かなり

の議論を、国民の声をやっぱり聴いた中で修正がかかったりして、そういう要素

は十分行われそうな国会の展開だなということです。 

いわゆる民主主義といいますか、代表の府――府というのは国会のことを言っ

ているんですけど――は、そうあって非常によろしいんじゃないかなというのが

――よろしいんじゃないかなというのは第三者みたいな言い方になりますけれ

ども、本来の議会としての成り立ちというか、やり方に戻っているような気がし

ておるところでございます。 

○９  番 （大原 孝芳） この質問は終わりますが、今はまだ国会中ですので、今後、い
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ろんな議論がまだ起きてくると思います。ぜひ住民の皆さんも注視していただい

て、やっぱり私たちが本当に幸せになるのは、私たち中川村の村民が一番大事な

んですが、しかし国が、やっぱり国会がきちんと機能して初めて一緒になって私

たちが幸せになれるっていうことでございますので、ぜひ、そういったことを考

えていただきながら、国会をいろいろと終盤まで注目していただきたいと思いま

す。 

では次の質問に参ります。 

２番として「役場内の労働環境（ハラスメントへの対応）について」という題

で質問したいと思います。 

役場内の労働環境っていうことなんですが、私は役場の組合の皆さんとも

ちょっとお話をする機会がございまして、そういった話の中で、今の職員の数で、

仕事をされているわけなんですが、多い少ないというのも、例えば私も今までコ

ロナの頃も含めて大変だったねというような話をする中で、今は、何ですか、非

正規って言っちゃ失礼なんだね、会計年度任用職員の皆さんが大勢いらっしゃっ

てくれて、職務にはそんなに影響ないんですが、もう少し職員がおってもいいん

じゃないかっていうような話がございました。 

それで、どういうところかっていいますと、例えばちょっと病気をして病欠で

休まれたときに、その仕事をじゃあ会計年度任用職員の皆さんにぱっとお願いし

て、それをすぐ賄ってくれるかっていうと、そうでも、なかなかしてもらいにく

いとか、だから結局自分が休めばそれだけ負担が来るとか、そんなお話もありま

した。 

それから、例えば仕事量って私もよく分かっていないんですが、例えば、今ま

ではずっと、もっと大勢いらっしゃいましたよね、今まで。それで、どうしてこ

こまで人数が減ってきたかって、私がじゃあ遡ってみますと、合併問題以降が一

つの引き金になったんじゃないかっていうような気もしているんでけど、そう

じゃないかもしれないんですけど、ちょっと分かんないですが。 

それから、一時、職員の数って、最大が、行政改革で職員の数を減らすってい

うような時期があったように私は覚えています。よその自治体のことを言っちゃ

失礼なんですが、例えば下条村さんなんかは一気に大きく減らしたっていような

ことも記憶にあります。ですので、何か職員の数を減らせば、すごく経費が少な

くなって、住民サービス――住民サービスっていうことは言わなかったかもしれ

ないんですが、人件費を減らすと、すごく行政として、そして村民にも非常に益

があるっていうような、そういう発想だったかと思います。 

しかし、今日の役場の職員さんたちの働き方を見ていますと大変だと思います、 

特にコロナのときはそうだったんですが。 

それで、国、県からいろんな仕事が来ていますし、それから、何ていうか、失

礼なんですけど、私の年代ぐらいが役場にいるときを私は思い出すんですが、

ちょっとたばこを吸ったり、ふらふらしたりしている、失礼ですけど、そういう、
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それで、役場の庁内ってもっとのんびりしていたいんですよね。今は違いますよ

ね。もうずっと、まあトイレに行くくらいで、あとはパソコンとにらめっこで、

本当に大きく様変わりしていると思います。 

そうした中で、中川村の適性の職員数って条例で決まっていますが、果たして

今の条例の数が適正かどうかっていうことと、それから、当然足りなかったら、

今、今日もあれですかね、有線で募集していましたかね、そういうふうに会計年

度任用職員をどんどん採られていますよね。 

ですので、職員の数の決め方っていうのが、それは条例で決めるんですが、もっ

と欲しいときには条例改正してでも欲しいとか、それから、それをやると、例え

ば、私は分かんないですよ、総務省あたりから、今日の交付税じゃないけど、そ

ういう対象になっちゃうとか、何かそんなようなこともあったり……。だから、

適正人数っていうものの決め方っていうことを、ちょっと書いてないんですが、

それを教えてください。 

そして、今の職員さんたちの人数が足りない分を会計年度任用職員さんでやっ

ていただけるんですが、そういう状態で行くことがベターなのか。 

それから、ここにも書きましたが、再雇用で延ばしていますよね、今、今度の

定年延長っていう話もお聞きしますので。本来の在り方ってどういうところが

あって、だけどやむなくやっているとか、ちょっとそこら辺も含めて、今後の役

場の職員さんの数の考え方っていうのを教えていただきたいと思いますが。 

○村  長  職員がまずやらなければならないこと、先ほど６番議員のときにも申し上げま

したけど、国から、あるいは県からというか、事務を委任されているものもある

んです。でも、多くは固有の条例、規則に基づいた共有の自治事務っていうやつ

を中川村は粛々とこなしているという中で、そのこなす――こなすという言い方

はありませんが、その仕事をする上で職員がこのくらい要るという規模を条例で

定めているというふうに理解をしてください。 

その条例の中にも、いわゆる部局として、村長の部局と教育委員会とは別れて

独立しておりますので、そういうふうに条例で規定をしておると、それで人数を

持っているということでありますけれども、一般的に申しますと、自治体の大体

の規模により、特殊な事情がない限り、住民のために仕事をしていく最低限必要

な業務量っていうところで、このぐらい要るだろうっていうのが決まってくるわ

けであります。 

それは、それを賄うだけの、言葉でいうと住民の皆さんからいただく住民税と

か固定資産税とか、そういったもの、これを自治体の規模ごとに、基準財政需要

額って申し上げていますけど、それに対して、それだけではとても賄い切れなく

て、いろんな住民サービスですとか、いろんな仕事をしていくときに、このぐら

いの需要額、基準財政収入額に対して基準財政需要額が要りますよという、足り

ないところをやはり交付税等で補っていただくというやり方をしておるわけで

して――ちょっと余談でございます。とにかく、人数はそういうところで設定し
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て決めておるということであります。 

現在は、実数は 87 人、村長部局が 76 人で、議会事務局がお二人、選挙管理委

員会部局兼任でやっておりまして、６人になります。それで、農業委員会部局を

兼任で２人、教育委員会部局９人、こういうふうになっておるところであります。 

定数のことを申しますと、令和５年の実数は 85 人だったものを、令和６年度か

ら新規の業務、職員の定年延長及び各種団体への職員派遣等に対応するため職員

の定数を見直し、村長部局を２人増やしております。 

役場の業務について申し上げますと、小和田地区の基盤整備事業、新たな学校

づくり等をはじめとした各種の新事業、また少子高齢化、子育て支援、産業活性

化などの社会情勢の変化に応じて対応する業務など、業務量は変わっております。 

特に中川村の場合には、小和田の基盤整備ですとか、新たな学校づくり、それ

から少子高齢化、子育て支援、この職員を厚くといいますか、本来ほかの町村に

はないところの係をつくって職員を選任に充てていると、こういうことをやって

おるところでございまして、業務量が、まあ毎年増えていくということでありま

す。 

かといって、当然、基本は自治体規模のものとか、先ほど５番議員との議論の

中で、地方交付税は地方固有の財源であるというふうにきちんとしなきゃいけな

いという、それはそういう態度を持つところがありますけれども、どうしても、

財源の方向とすると、区分としては、いわゆる地方の住民生活をきちんとやって

いくためには、どうしても交付税っていうものはこれだけ頂かなきゃという中で、

当然、職員の給与――給与っていいますか、そういったものを含め、いわゆる定

数外で仕事をお願いしなきゃならない会計年度任用職員のもの、こういったとこ

ろの総給与については、地方財政改革っていうのをつくって、これを全部総務省

のほうでまとめて、ああ、このくらい地方では要るなということを考えた上で、

国に対してこういう状況だから、需要がこれだけあるし、これだけ交付税を配分

してくれなきゃ困ると、こういうことでしっかり運動をしてくれているというふ

うに申し上げておきますし、そういう中で人数というのは大体決まってきている

ということかと思っております。 

何を言いたいんだか、ちょっとだんだんと言いましたけれども……。 

業務量が確かに増大しておりますので、対応し切れない業務量、これを補って

いただくために会計年度任用職員の方を採用するということで、最低限の人数は

確保して住民サービスに支障が生じないように対応しておるということを御理

解ください。 

それと、もう一つ、職員の定年延長があります。これについては今年度から始

まっておりまして、10 年かけて 65 歳の定年まで延長していくということになり

ます。基本的には 60 歳で役職定年となるために、60 歳になる前の年度において

対象の職員に 60 歳以降の働き方の選択肢のほか各種制度の説明等を行っておる

ところであります。 
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今後も社会情勢の変化に様々な住民サービスが必要となることが予想され、業

務は増えていくことが予想されます。 

しかしながら、人口減少が進む中で職員数を増やすことは難しく、その中で対

応していく必要もあり、業務の効率化等につきましては事務改善委員会等で検討

しております。 

もちろん、今行われておりますＤＸの推進、これが今は一番大きな課題であり

ますけれども、住民の皆さんから見ても、紙でいちいち役場に来て申請する、そ

ういう手間暇がもう省けますし、ＤＸの推進が、いわゆる、これがもう少し浸透

することによって、職員の数も、機械がやってくれるという言い方はありません

が、かなりの部分で合理化されるだろうなということも思っております。 

こんなことをして定数は決め、そして会計年度任用職員さんは業務量に応じて

募集し、仕事を一緒にしていただいておると、こういうことを御理解ください。 

○９  番 （大原 孝芳） 定員は、なかなか増やすことは難しいっていうことと、それで、

あれですかね、例えば会計年度任用職員の方でずっと長くやられている方もい

らっしゃると思うんですが、そういう方が正規になっていくっていうチャンスも

あるんでしょうかね。そこら辺はどうでしょうか。 

○村  長  これは、毎年、職員の役場の将来の人口っていうか、年代の構成も見て、どう

いう方を改めてっていうか、新人を採用――新人っていうか、高校あるいは大学

を卒業した方をこういう部署にっていう計画もありますけれども、年代構成を見

ながら、やはりその方の実経験っていうものは非常に大きいので、そういう場合

には、募集をかけ、正規の手続で試験等に合格した方を採用しておるケースは今

までにもございます。 

○９  番 （大原 孝芳） では、ちょっと、じゃあ次に、半括弧２はハラスメントについ

てちょっとお伺いしたいと思います 

皆さんの記憶に新しいのは、兵庫県の知事の件とか、それから最近では、ちょっ

と自治体、県ですので、それから、近くの自治体でも、一緒に伊南行政組合議会

をやっているところもいろんなことがございました。 

それで、私はこの質問をするについて、特に北の自治体は、ちょっと驚いたの

は、その調査した――それで、村長は替わりましたけど――１月に弁護士が行っ

て調査した結果――彼、その村長は副村長からずっと上がってきたんですね。そ

れで、村長を２期ぐらいやったんですかね、それで、副村長も２期ぐらいやって

いると思うんですが、その頃から調査したそうなんです。つまり、長いスパンで

すね。それで、退職された職員さんからもお聞きしたっていうふうで、すごく長

くそれが放置された状態であったっていうことは、すごく驚きました。 

それで、そういったことが起きるっていうこともそうなんですが、誰も気づか

なかったわけありませんよね、誰かがどこかで多分気づいていたんですが、それ

をちゃんと言っていくところがなかったような気がしたことにも驚きましたし、

すごく不幸なことだと思います。 
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それで、私が知っている事案では、北信のほうの町なんですが、ちょっと言い

ませんが、職員の方がすごく辞めちゃうっていう町がございました。それで、そ

れが、町の名士が町長になっていたそうで、職員さんがどんどん辞めちゃうって

いうことは、もう耐えられない、そういうことがあって辞めちゃったっていうの

が事実だそうです。 

つまり、この問題っていうのは、やっぱり早く、その場で誰かがどこかで手を

打たないと本当に不幸になっちゃうっていう話なんです。 

ですので、私は、近くの自治体で起きた事件っていうものは本当に人ごとでは

ないと思いますし、当事者の村民にとってもこれは本当に切実な問題だなと考え

ました。 

したがって、ちょっと今後の村の対応についてもちょっとお聞きしながら、ぜ

ひこういうことがないようにしなきゃいけないし、また、あった場合にもきちん

とみんなが共有して、こういうことは、何ていうんですか、好ましくないってい

うことをはっきりしなきゃいけないと思います。 

また、今日の新聞にも辰野町の教育委員会の話がもう新聞に載っちゃったり、

それから２日前には上松町の議会と職員の関係が新聞に載っちゃったり、事欠か

ないんです。 

ここに、あれです、議会云々って書いてあるんですが、私たちも加害者になり

得るんですよね。ですので、私たちも気をつけなきゃいけないと思っています。

私も、皆さん、課長さんばっかりじゃなくて、職員の方とも直接お話をしたりし

ます。ひょっとしたら、していたかもしれない。そういうことを私もしていたか

もしれない。それは、逆に相手が思ったら、それはそうなっちゃうんでしょうね。 

ですので、そういうことも含めて、ぜひ、この問題はどういう方向ができるかっ

ていうことを――それで、飯島町ではもう既に議員発議で今回条例を出してい

るっていような話も報道されましたし、それで、村長が替わった村では、もう講

習会を開いたりして、そんなことも報道されています。 

したがって、ちょっと最後の１問に行きますが、過去にこういったハラスメン

トについての研修とか、そういうことがあったか、やったかどうかとか、ちょっ

とそこら辺をお聞きしたいと思いますが、どうでしょうか。 

○村  長  ハラスメント対策を進めるために、本年度６月に、理事者を含めて係長以上を

対象に、講師の方をお招きしてハラスメント研修会を実施しております。25 人、

職員が出席をしております。 

令和５年度には、全職員を対象にメンタルヘルスの研修、これは 60 人出ており

ますし、公務員倫理研修 50 人などの研修も行ってきております。 

令和４年度以前については、ハラスメント研修、メンタルヘルス研修は、クレー

ム対応研修、コンプライアンス研修など、社会や職場の環境に各種研修を行い、

職員の認識の深化を図ってまいりました。 

本年度、中川村職員のハラスメント防止に関する規定を制定し、職場における
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パワーハラスメントをはじめとするあらゆるハラスメントを防止するために職

員が遵守するべき事項を定めております。特別職、正規職員、会計年度任用職員

及び派遣労働者等を対象としておりまして、禁止行為、懲戒、相談、再発防止な

どがこの中に定められております。 

また、職員一人一人がハラスメントに対する正しい認識を持ち、未然に防げる

職場づくり、相談窓口を中心とした迅速かつ適切な対応ができるように、職員向

けには、ハラスメント防止・対応マニュアル、これを作りまして配布しておりま

す。ハラスメントが職員や職場に与える影響、ハラスメントの具体例、防止対策、

相談窓口、上司などが相談を受けたときの対応等をまとめたものになります。 

あわせて「メンタルヘルス対策に関する計画、～職場における心の健康づくり

～」を作りまして職員に周知し、配布をしてあります。 

こういったことをやってまいりまして、今後も引き続き研修等を実施しハラス

メント防止、メンタルヘルス対策を進めまして、働きやすい健全な職場づくりに

努めてまいりたいというふうに思っております。 

議会においても議会の立場、考え方等によりハラスメント対策を進めていただ

きまして、研修会など、村と共同で実施できることは、村としても企画し、実施

をしていきたいと、こんなふうに考えておるところでございます。 

○９  番 （大原 孝芳） 今、議会のほうも一緒にまあって言っていただきましたので、

私も、何ていうか、被害者になることもあるんですけど、加害者になるほうが多

いんですかね、ですので気をつけたいと思いますし、あれですかね、例えば役場

の場合は、それは住民の方、カスハラっていうんですかね、こういうふうにすご

く強く言ってきて、それで職員さんが困っちゃうようなケースも、あれですよね、

そんなようなこともお聞きしていますので、ぜひ一緒にまた進めるときには議会

にも声をかけていただくとありがたいかと思います。 

以上で私の質問を終わります。 

○議  長  これで大原孝芳議員の一般質問を終わります。 

これで本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会とします。 

御苦労さまでした。 

○事務局長  御起立願います。（一同起立）礼。（一同礼） 

［午後４時１４分 散会］ 


